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資料 1.

深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)にお

いて砂漠化に対処するための国際連合条約(砂漠化対処条約)

作成  1994 年 6 月 17 日、パリ

効力発生  1996 年 12 月 26 日

日本国署名  1994 年 10 月 14 日

国会承認  1998 年 9 月 9 日

受諾の閣議決定  1998 年 9 月 11 日

受諾書寄託  1998 年 9 月 11 日

公布  1998 年 9 月 18 日、条約第 11 号

我が国についての発効  1998 年 12 月 10 日

この条約の締約国は、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するに当たっての最大の関心事が砂漠化及び干ばつ

の影響を受け又は受けるおそれのある地域の人間であることを確認し、

国及び国際機関を含む国際社会が砂漠化及び干ばつの悪影響について差し迫った懸念を有し

ていることを考慮し、

乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域が、総体として地球の陸地の大きな割合を占め、か

つ、その多くの住民にとって居住地であり及び生計の基盤となっていることを認識し、

砂漠化及び干ばつは、世界のすべての地域がその影響を受けること及び砂漠化に対処し又は干

ばつの影響を緩和するために国際社会の共同行動が必要であることにおいて、地球的規模の問題

であることを確認し、

深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国が開発途上国(特に後発開発途上国)に多く集中している

こと及びアフリカにおいてこれらの現象が特に悲惨な結果をもたらしていることに留意し、

また、砂漠化が物理的、生物学的、政治的、社会的、文化的及び経済的要素の間の複雑な相互

作用によってもたらされることに留意し、

貿易及び国際経済関係の関連の側面は、影響を受ける国が適切に砂漠化に対処する能力に影響

を与えることを考慮し、

持続可能な経済成長、社会開発及び貧困の撲減が、影響を受ける国である開発途上国(特にアフ

リカの開発途上国)の優先事項であり及び持続可能性という目的のために不可欠であることを認

識し、

砂漠化及び干ばつが、これらと貧困、健康及び栄養の不十分な状態、食糧の安全保障の欠如等

の重要な社会問題並びに移住、人の避難又は人口の変動に起因する重要な社会問題との相互関係

を通じて、持続可能な開発に影響を及ぼすことに留意し、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することにおける国及び国際機関の過去の努力及び

経験(特に千九百七十七年の国際連合砂漠化会議において採択された砂漠化に対処するための行

動計画の実施におけるもの)の意義を評価し、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することにおける進展への期待が過去の努力にかか

わらず満たされていないこと並びに持続可能な開発の枠組みにおいて新たなかつ一層効果的な

取組方法がすべての段階で必要とされていることを認識し、

国際連合環境開発会議において採択された決定、特に砂漠化に対処するための基礎となるアジ

ェンダ二十一及びその第十二章が有効かつ適切であることを認め、
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この見地からアジェンダ二十一第三十三章第十三項における先進国の約束を再確認し、

国際連合総会決議第百八十八号(第四十七回会期)(特に同決議に示されているアフリカの優先)、

砂漠化及び干はつに関する他のすべての関連の国際連合の決議、決定及び計画並びにアフリカそ

の他の地域の国による関連の宣言を想起し、

環境及び開発に関するリオ宣言がその原則 2 において、諸国が、国際連合憲章及び国際法の諸

原則に基づき、その資源を自国の環境政策及び開発政策に従って開発する主権的権利を有し並び

に自国の管轄又は管理の下における活動が他国の環境又はいずれの国の管轄にも属さない区域

の環境を害さないことを確保する責任を有すると規定していることを再確認し、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するに当たって国の政府が決定的な役割を果たすこ

と並びにその対処及び緩和における進展が影響を受ける地域の現地における行動計画の実施に

依存することを認め、

また、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための国際協力及び連携の重要性及び必要

性を認め、

更に、影響を受ける国である開発途上国(特にアフリカの開発途上国)に対し効果的な手段(特に、

技術の取得の機会及び新規のかつ追加的な供与を含む相当の資金)を提供することが重要であり、

かつ、そのような手段なしにはこれらの国がこの条約に基づく約束を十分に履行することが困難

であることを認め、

中央アジア及びトランスコーカサスにおける影響を受ける国に対する砂漠化及び干ばつの影

響についての懸念を表明し、

砂漠化又は干ばつの影響を受ける地域(特に開発途上国の農村地域)において女子の果たす重要

な役割並びに砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための計画のすべての段階に男女双

方が十分に参加することを確保することの重要性を強調し、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための計画における非政府機関その他の主要な

集団の特別の役割を強調し、

砂漠化と国際社会及び国内の社会が直面する他の地球的規模の環境問題との関係に留意し、

また、砂漠化に対処することにより、気候変動に関する国際連合枠組条約、生物の多様性に関

する条約その他の関連する環境に関する条約の目的の達成に寄与することができることに留意

し、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための戦略は、適正な組織的観測及び正確な科学

的知識に基づくものであり、かつ、継続的に再評価が行われるときに最も効果的であると信じ、

国の計画及び優先事項の実施を容易にするための国際協力についてその効果を高め及びその

調整を図ることが緊急に必要であることを認め、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための適切な措置を現在及び将来の世代のため

にとることを決意して、

次のとおり協定した。

第一部 序

第一条 用語

この条約の適用上、

(a) 「砂漠化」とは、乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域における種々の要因(気候の変動

及び人間活動を含む。)による土地の劣化をいう。
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(b) 「砂漠化に対処する」とは、次の事項を目的とする活動であって、乾燥地域、半乾燥地域及び

乾燥半湿潤地域における持続可能な開発のための土地の総合的な開発の一部を成すものを行

うことをいう。

(i) 土地の劣化の防止又は軽減

(ii) 部分的に劣化した上地の回復

(iii) 砂漠化した土地の再生

(c) 「干ばつ」とは、降水量が通常の記録の水準を著しく下回るときに生ずる自然発生的な現象で

あって、土地資源の生産体系に悪影響を及ぼす深刻な水文学的不均衡を引き起こすものをいう。

(d) 「干ばつの影響を緩和する」とは、干ばつの予測に関連しかつ干ばつに対する社会及び自然の

系のぜい弱性を減少させるための活動であって、砂漠化に対処することに関連するものを行う

ことをいう。

(e) 「土地」とは、陸上の生物生産の系であって、土壌、植生、他の生物相並びに当該系の中で作

用する生態学的及び水文学的過程から成るものをいう。

(f) 「土地の劣化」とは、乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域において、上地の利用によっ

て又は次のような過程(人間活動又は居住形態に起因するものを含む。)若しくはその組合せに

よって天水農地、かんがい農地、放牧地、牧草地及び森林の生物学的又は経済的な生産性及び

複雑性が減少し又は失われることをいう。

(i) 風又は水により土壌が侵食されること。

(ii) 土壌の物理的、化学的若しくは生物学的又は経済的特質が損なわれること。

(iii) 自然の植生が長期的に失われること。

(g) 「乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域」とは、年平均降水量の可能蒸発散量に対する割

合が 0.05 から 0.65 までの範囲内である地域(北極及び南極並びにこれらの周辺の地域を除く。)

をいう。

(h) 「影響を受ける地域」とは、砂漠化の影響を受け又は受けるおそれのある乾燥地域、半乾燥地

域及び乾燥半湿潤地域をいう。

(i) 「影響を受ける国」とは、影響を受ける地域がその国土の全部又は一部を成す国をいう。

(j) 「地域的な経済統合のための機関」とは、特定の地域の主権国家によって構成され、この条約

が規律する事項に関して権限を有し、かつ、その内部手続に従ってこの条約の署名、批准、受

諾若しくは承認又はこの条約への加入が正当に委任されている機関をいう。

(k) 「先進締約国」とは、先進締約国及び先進国により構成される地域的な経済統合のための機関

をいう。

第二条  目的

1  この条約は、影響を受ける地域における持続可能な開発の達成に寄与するため、アジェンダ二

十一に適合する総合的な取組方法の枠組みの中で、国際協力及び連携によって支援されるすべて

の段階の効果的な行動により深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することを目的とする。

2  1 の目的の達成には、影響を受ける地域において土地の生産性の向上並びに土地及び水資源の

回復、保全及び持続可能な管理に同時に焦点を合わせた長期的かつ総合的な戦略であって、特に

地域社会の段階において生活条件の改善をもたらすものを必要とする。

第三条  原則

締約国は、この条約の目的を達成し及びこの条約を実施するため、特に次に掲げるところを指針
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とする。

(a) 締約国は、砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和するための計画の立案及び実施について

の決定が住民及び地域社会の参加を得て行われることを確保し並びに国及び地方の段階に

おける行動を促進するような環境が上層で形成されることを確保すべきである。

(b) 締約国は、国際的な連帯及び連携の精神をもって、小地域の、地域の及び国際的な段階にお

ける協力及び調整を促進し並びに必要とされる分野に資金、人的資源、組織の能力及び技術

を重点的に投入すべきである。

(c) 締約国は、影響を受ける地域における土地及び希少な水資源の性質及び価値に関するより良

い理解を確立し並びにこれらの持続可能な利用に向けて努力するため、すべての段階の政府、

地域社会、非政府機関及び土地所有者の間の協力を連携の精神をもって発展させるべきであ

る。

(d) 締約国は、影響を受ける国である開発途上締約国(特に後発開発途上締約国)の特別のニーズ

及び事情に十分な考慮を払うべきである。

第二部  一般規定

第四条  一般的義務

1 締約国は、すべての段階において努力を調整し及び一貫した長期的な戦略を策定する必要性に

重点を置きつつ、個別に又は共同して、既存の若しくは予想される二国間若しくは多数国間の取

決め又は適当な場合にはこれらの組合せによって、この条約に基づく自国の義務を履行する。

2 締約国は、この条約の目的を達成するために次のことを行う。

(a) 砂漠化及び干ばつの過程の物理的、生物学的及び社会経済的側面に対する総合的な取組方法

を採用すること。

(b) 持続可能な開発の促進を可能にする国際経済の環境を確立するため、影響を受ける国である

開発途上締約国の国際貿易、市場取引及び債務に係る状況に対し関連の国際的及び地域的な

団体において妥当な注意を払うこと。

(c) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための努力に貧困の撲滅のための戦略を組み

入れること。

(d) 影響を受ける国である締約国の間で、環境保護並びに土地及び水資源の保全の分野で砂漠化

及び干ばつに関連するものにおける協力を促進すること。

(e) 小地域的、地域的及び国際的な協力を強化すること。

(f) )関連の政府間機関において協力すること。

(g) 適当な場合には、重複を避ける必要性に留意して制度上の仕組みを決定すること。

(h) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するに当たり、既存の二国間及び多数国問の資金供

与の仕組み及び取決めであって、影響を受ける国である開発途上締約国のために相当の資金

を調達し及び供給するものが利用されることを促進すること。

3 影響を受ける国である開発途上締約国は、この条約の実施について援助を受ける資格を有する。

第五条  影響を受ける国である締約国の義務

影響を受ける国である締約国は、前条に規定する義務に加えて次のことを約束する。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに妥当な優先順位を与え並びに自国の事

情及び能力に応じて十分な資源を配分すること。

(b) 持続可能な開発のための計画又は政策の枠組みの中で、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を

緩和するための戦略及び優先順位を確立すること。
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(c) 砂漠化の根底にある原因に取り組み、砂漠化をもたらす社会経済的要因に特別の注意を払う

こと。

(d) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための努力において、非政府機関の支援を得て、

住民(特に女子及び青少年)の意識を向上させ及びこれらの者の参加を促進すること。

(e) 既存の関連の法令を適当な場合には強化し又は関連の法令が存在しないときは新たな法律

を制定することによって、並びに長期的な政策及び行動計画を確立することによって、環境

を整備すること。

第六条  先進締約国の義務

先進締約国は、第四条に規定する一般的義務に加えて次のことを約束する。

(a) 影響を受ける国である開発途上締約国(特に後発開発途上国及びアフリカ開発途上国)による

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩

(b) 影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)が砂漠化に対処し及

び干ばつの影響を緩和するために自国の長期的な計画及び戦略を効果的に策定し及び実施

することを援助するため、相当の資金及び他の形態の支援を提供すること。

(c) 二十条 2(b)の規定により新規のかつ追加的な資金の調達を促進すること。

(d) 影響を受ける国である締約国(特に開発途上締約国)による適当な技術、知識及びノウハウの

取得を促進し及び容易にすること。

第七条  アフリカの優先

締約国は、この条約を実施するに当たり、影響を受ける国であるアフリカ以外の地域の開発途上

締約国を軽視することなく、アフリカ地域に存在する特別の状況に照らして、影響を受ける国で

あるアフリカの締約国を優先させる。

第八条  他の条約との関係

1 締約国は、この条約及び自国が他の関連の国際協定(特に気候変動に関する国際連合枠組条約及

び生物の多様性に関する条約)の締約国である場合には当該他の関連の国際協定に基づいて行わ

れる活動につき、努力の重複を避けつつ各協定に基づく活動から最大の利益が得られるよう、調

整を奨励する。締約国は、関連の協定の目的の達成に寄与する場合には、特に研究、訓練、組織

的観測並びに情報の収集及び交換の分野において、共同計画の実施を奨励する。

2 この条約の規定は、いずれかの締約扇についてこの条約が効力を生ずる前に当該締約国につい

て効力を生じた二国間の、地域的な又は国際的な協定に基づく当該締約国の権利及び義務に影響

を及ぼすものではない。

第三部  行動計画、科学上及び技術上の協力並びに支援措置

第一節  行動計画

第九条  基本的な取組方法

1 影響を受ける国である開発途上締約国、自国に係る地域実施附属書の枠組みの中の影響を受け

る国である締約国その他国家行動計画を作成する意思を常設事務局に書面により通報した影響

を受ける国である締約国は、第五条の規定に基づく義務を履行するに当たり、適当な場合には、

砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための戦略の中心的要素として、既存の成功した関

連の計画を可能な限り利用し及び基礎として国家行動計画を作成し、公表し及び実施し、並びに

小地域行動計画及び地域行動計画を作成し、公表し及び実施する。行動計画については、現地に

おける行動から得られた教訓及び研究の結果に基づいて、継続的な参加型の手続により更新する。

国家行動計画の作成については、持続可能な開発のための国の政策を策定するために他の努力と

密接に関係付ける。
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2 先進締約国は、第六条の規定に基づく種々の形態による援助を提供するに当たり、影響を受け

る国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)の国家行動計画、小地域行動計画及

び地域行動計画を、合意により、直接に若しくは関連の多数国間機関を通じて又はこれら双方に

より、支援することを優先させる。

3 締約国は、国際連合及びその関連機関の内部機関、基金及び計画、その他の関連の政府間機関、

学術機関、学界並びに非政府機関であってその権限及び能力により協力する立場にあるものが行

動計画の作成、実施及び事後措置を支援することを奨励する。

第十条  国家行動計画

1 国家行動計画は、砂漠化の要因並びに砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するために必要

な実際的な措置を特定することを目的とする。

2 国家行動計画においては、政府、地域社会及び土地利用者のそれぞれの役割並びに利用可能な

資源及び必要な資源を特定するものとし、特に次のことを行う。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための長期的な戦略を含めること、実施に重点

を置くこと並びに当該国家行動計画を持続可能な開発のための国の政策に組み入れること。

(b) 変化する事情に応じて当該国家行動計画を修正することができるようにし並びに地方の段

階において種々の社会経済的、生物学的及び地球物理学的状況に対処することができるよう

当該国家行動計画を十分に弾力的なものにすること。

(c) まだ劣化しておらず又は軽微な劣化が生じているにすぎない土地のための防止措置の実施

に特別の注意を払うこと。

(d) 気候学上、気象学上及び水文学上の国の能力並びに干ばつの早期警戒のための手段を向上さ

せること。

(e) 拠出者、すべての段階の政府、住民及び地域社会の間の協力及び調整を連携の精神をもって

進展させるための政策を促進し並びにその進展のための制度上の枠組みを強化し並びに適

当な情報及び技術の住民による取得を容易にすること。

(f) 非政府機関及び男女双方の住民、特に資源の利用者(農民及び牧畜民並びにこれらの者を代

表する団体を含む。)が地方、国及び地域の段階において政策の策定、意思決定並びに当該

国家行動計画の実施及び検討に効果的に参加することについて定めること。

(g) 当該国家行動計画の実施についての定期的な検討及び進捗状況の報告を求めること。

3 国家行動計画には、干ばつの影響に備え及びこれを緩和するため、特に次の措置の一部又は全

部を含めることができる。

(a) 早期警戒体制(地方及び国の段階における施設並びに小地域及び地域の段階における共同の

体制を含む。)及び環境上の要因による避難民を援助するための仕組みの確立又は適当な場

合には強化

(b) 季節ごとの気候予測から多年にわたる気候予測までを考慮に入れた干ばつに対する準備及

び干ばつの管理(地方、国、小地域及び地域の段階における干ばつに対する緊急時計画を含

む。)の強化

(c) 食糧の安全保障のための体制(貯蔵及び流通のための手段を含む。)、特に農村地域におげる

ものの確立又は適当な場合には強化

(d) 干ばつが起こりやすい地域において収入を提供し得る代替的な生計のための事業の確立

(e) 作物及び家畜のための持続可能なかんがい計画の作成

4 国家行動計画には、影響を受ける国である締約国それぞれに特有の事情及び必要を考慮の上、

適当な場合には、特に、次の優先分野であって、影響を受ける地域において砂漠化に対処し及び
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干ばつの影響を緩和することに関連し並びに影響を受ける地域の住民に関連するものの一部又

は全部における措置を含める。

貧困の撲滅及び食糧の安全保障の確保を目的とする計画を強化するための代替的な生計手段の

促進及び国の経済環境の改善

人口の変動

天然資源の持続可能な管理

持続可能な農業上の方式

多様なエネルギー源の開発及び効率的利用

制度上の枠組み及び法的な枠組み

評価及び組織的観測の能力(水文学上及び気象学上の業務を含む。)の強化並びに能力形成、教育

及び啓発

第十一条 小地域行動計画及び地域行動計画

影響を受ける国である締約国は、適当な場合には、関連の地域実施附属書に従い、国家計画を調

和させ及び補完し並びにその効率性を高めるために小地域行動計画又は地域行動計画を作成す

ることを目的として協議し及び協力する。前条の規定は、小地域及び地域の計画について準用す

る。これらの計画には、国境を越える天然資源の持続可能な管理、科学上及び技術上の協力並び

に関連の機関の強化のための合意された共同計画を含めることができる。

第十二条 国際協力

影響を受ける国である締約国は、他の締約国及び国際社会と協力して、この条約の実施を可能に

する国際的な環境を確保するために協力すべきである。その協力は、技術移転、科学的な研究及

び開発、情報の収集及び普及並びに資金の分野も対象とすべきである。

第十三条  行動計画の作成及び実施に対する支援

1 第九条の規定に従って行動計画を支援する措置には、特に次のことを含める。

(a) 行動計画に予測可能性を与え、必要な長期的な計画作成を可能にするような資金協力を行う

こと。

(b) 試験計画において成功した活動がある場合には、そのような活動の実施を促進するため、地

方の段階における一層の支援(非政府機関を通ずるものを含む。)を可能にするような協力の

仕組みを設け及び利用すること。

(c) 地域社会の段階における参加型の行動に示される実験的かつ反復的な取組方法に適するよ

う、事業の立案、事業への資金供与及び事業の実施における弾力性を増大させること。

(d) 適当な場合には、協力及び支援計画の効率を高めるような行政上及び予算上の手続をとるこ

と。

2 影響を受ける国である開発途上締約国に対して 1 に規定する支援を行うに当たっては、アフリ

カの締約国及び後発開発途上締約国を優先させる。

第十四条 行動計画の作成及び実施における調整

1 締約国は、行動計画の作成及び実施において、直接に又は関連の政府間機関を通じて緊密に協

力する。

2 締約国は、重複を避け、参加及び取組方法を調和させ並びに援助の効果を最大にするため、先

進締約国、開発途上締約国並びに関連の政府間機関及び非政府機関の間における可能な最大限度

の調整を確保するための運用上の仕組み(特に国及び現地の段階におけるもの)を設ける。影響を

受ける国である開発途上締約国においては、資源の効率的利用を最大にし、適切な援助を確保し
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並びにこの条約に基づく国家行動計画及び優先事項の実施を容易にするため、国際協力を調整す

る活動が優先される。

第十五条 地域実施附属書

行動計画に組み入れる要素については、影響を受ける国である締約国又はその存在する地域の社

会経済的、地理的及び気候的要因並びに開発の段階に応じて選択し及び調整する。行動計画の作

成並びに正確な焦点及び内容に関する指針であって、特定の小地域及び地域のためのものは、地

域実施附属書に規定する。

第二節 科学上及び技術上の協力

第十六条 情報の収集、分析及び交換

締約国は、影響を受ける地域の土地の劣化の組織的観測を確保し並びに干ばつ及び砂漠化の過程

及び影響をより良く理解し及び評価するため、関連の短期的及び長期的な資料及び情報の収集、

分析及び交換を統合し及び調整することをそれぞれの能力に応じて合意する。その統合及び調整

は、特に、望ましくない気候の変動の期間についての早期警戒体制及び事前の計画作成がすべて

の段階における利用者(特に住民を含む。)の実際の利用に適する形態で達成されることに寄与す

ることとなる。このため、締約国は、適当な場合には、次のことを行う。

(a) 情報の収集、分析及び交換並びにすべての段階における組織的観測のための機関並びに施設

の間の地球的規模の協力網の機能を円滑にし及び強化すること。この協力網については、特

に次のことを行う。

(i) 共通性のある基準及び体系の利用を目標とすること。

(ii) 関連の資料及び施設(遠隔地におけるものを含む。)を含めること。

(iii) 土地の劣化に関する資料を収集し、伝達し及び評価するための近代技術を利用し及び普及

させること。

(iv) 資料及び情報に係る国内、小地域及び地域のセンターと地球的規模の情報源とを一層緊密

に結び付けること。

(b) 情報の収集、分析及び交換が具体的な問題の解決に資するよう地域社会及び意思決定を行う

者の必要に応じて行われ並びにそのような活動に地域社会が関与することを確保すること。

(c) 資料及び情報(特に物理的、生物学的、社会的及び経済的指標が統合されたものを含む。)の

収集、分析及び交換について企画し、実施し、評価し及び資金を供与するための二国間及び

多数国間の計画及び事業を支援し及び一層進展させること。

(d) 特に関連の情報及び経験を種々の地域の対象となる集団に普及させるため、適当な政府間機

関及び非政府機関の専門知識を十分に利用すること。

(e) 社会経済的資料の収集、分析及び交換並びにそのような資料と物理的及び生物学的資料との

統合を十分に考慮すること。

(f) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに関連する公に利用可能なすべての情報

源から得られた情報を交換すること並びにそのような情報を十分な、自由な、かつ、速やか

な利用に供すること。

(g) 自国の法令又は政策に従うことを条件として、地方の伝統的な知識に関する情報を交換する

こと。その交換に当たっては、当該情報の適切な保護を確保し及び関係住民に対し、衡平の

原則に基づいて、かつ、相互に合意される条件で当該情報から得られる利益の適切な還元を

行う。
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第十七条 研究及び開発

1 締約国は、自国の能力に応じ、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに係る分野に

おける技術上及び科学上の協力を適当な国内の、小地域の、地域の及び国際的な機関を通じて促

進することを約束する。このため、締約国は、次の研究活動を支援する。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和すること並びに生産性の向上並びに資源の持続可

能な利用及び管理を達成することを目的として、砂漠化及び干ばつをもたらす過程、これら

の要因(自然的なもの及び人為的なもの)の影響並びにこれらの要因の間の区別に関する知識

の増進に貢献する研究活動

(b) 十分に明確な目的にかない、住民の具体的な必要に応じ並びに影響を受ける地域の人々の生

活水準を向上させる解決策の特定及び実施をもたらす研究活動

(c) 地方の伝統的な知識、ノウハウ及び方式を保護し、統合し、向上させ及び確認する研究活動。

この研究活動の支援に当たっては、自国の法令又は政策に従うことを条件として、当該知識

を有する者が衡平の原則に基づいて、かつ、相互に合意される条件で、当該知識の商業的な

利用又は当該知識から得られる技術開発から直接利益を得ることを確保する。

(d) 学際的なかつ参加型の社会経済的研究に特別の注意を払って、影響を受ける国である開発途

上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)における国、小地域及び地域の研究能力を開発し

及び強化する研究活動。その開発及び強化には、特に研究の基盤が弱い国において地方にお

ける技能を向上させ及び適切な能力を強化することを含む。

(e) 適当な場合には貧困、環境上の要因による移住及び砂漠化の間の関係を考慮する研究活動

(f) 住民及び地域社会の効果的な参加により持続可能な開発のための向上した、入手可能な、か

つ、利用しやすい技術を開発することを目的として、公私の部門における国内の、小地域の、

地域の及び国際的な研究機関の間の共同の研究計画を実施することを促進する研究活動

(g) 影響を受ける地域において人工降雨等の方法により水資源の入手の可能性を増大させる研

究活動

2 行動計画には、特定の地域及び小地域の研究の優先順位であって種々の地方の条件を反映する

ものを含めるべきである。締約国会議は、科学技術委員会の助言に基づいて研究の優先順位を定

期的に検討する。

第十八条 技術の移転、取得、適応及び開発

1 締約国は、影響を受ける地域における持続可能な開発の達成に寄与するため、相互の合意によ

り、かつ、自国の法令又は政策に従い、環境上適正な、経済的に実行可能な、かつ、社会的に受

入れ可能な技術であって砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和することに関連するものの移

転、取得、適応及び開発についてこれらを促進し又はこれらに資金を供与し若しくはその供与を

円滑にすることを約束する。そのような協力については、政府間機関及び非政府機関の専門知識

を十分に利用しつつ、場合に応じて二国間又は多数国間で行う。締約国は、特に次のことを行う。

(a) 利用可能な技術に関する情報を当該技術の出所、環境上の危険性及び一般的な取得条件に関

する情報と共に普及させるため、関連の既存の国内の、小地域の、地域の及び国際的な情報

体系及び情報交換センターを十分に利用すること。

(b) 特に影響を受ける国である開発途上国が住民の具体的な必要に応じた実際の利用に最も適

する技術を知的所有権を保護する必要性を考慮した相互の合意による有利な条件(緩和され

たかつ特恵的な条件を含む。)で取得することを、当該技術の社会上、文化上、経済上及び

環境上の影響に特別の注意を払って、容易にすること。

(c) 影響を受ける国である締約国の間の技術協力を資金援助又は他の適当な方法により容易に

すること。
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(d) 影響を受ける国である開発途上締約国との技術協力(適当な場合には合弁事業を含む。)、特

に代替的な生計を助長する部門におけるものを拡充すること。

(e) 適切な技術、知識、ノウハウ及び方式の開発、移転、取得及び適応に資する国内市場の条件

及び奨励措置(財政上のものであるか否かを問わない。)を整えるために適当な措置(知的所有

権の適切かつ効果的な保護を確保するための措置を含む。)をとること。

2 締約国は、特に、自国の能力に応じ、かつ、自国の法令又は政策に従うことを条件として、関

連の地方の伝統的な技術、知識、ノウハウ及び方式を保護し、促進し及び利用するものとし、こ

のため、次のことを約東する。

(a) 住民の参加を得て当該技術、知識、ノウハウ及び方式並びにこれらの利用の可能性について

の目録を作成し並びに、適当な場合には、関連の政府間機関及び非政府機関と協力しでその

ような情報を普及させること。

(b) 当該技術、知識、ノウハウ及び方式が適切に保護され並びに衡平の原則に基づいて、かつ、

相互の合意により住民がこれらの商業的な利用又はこれらから得られる技術開発から直接

利益を得ることを確保すること。

(c) 当該技術・知識・ノウハウ及び方式の改善及び普及又はこれらを基礎とする新たな技術の開

発を奨励し及び積極的に支援すること。

(d) 適当な場合には、当該技術、知識、ノウハウ及び方式を広範な利用のために適応させること

を容易にし並びに、適当な場合には、これらを近代技術と統合すること。

第三節 支援措置

第十九条  能力形成、教育及び啓発

1 締約国は、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための努力において能力形成、すなわ

ち、制度の確立、訓練並びに地方及び国の関連の能力の開発が有する重要性を認めるものとし、

適当な場合には、次のことによって能力形成を促進する。

(a) 非政府機関及び地方の機関の協力を得て、すべての段階、特に地方の段階において地方の

人々(特に女子及び青少年)を十分に参加させること。

(b) 国の段階において砂漠化及び干ばつの分野における訓練及び研究の能力を強化すること。

(c) 関連の技術及び方法を一層効果的に普及させるために支援業務及び普及業務を確立し又は

強化すること並びに天然資源の保全及び持続可能な利用のための参加型の取組方法につい

て現地の職員及び農村の組織の構成員を訓練すること。

(d) 可能な場合には、技術協力の計画において地方の人々の知識、ノウハウ及び方式の利用及び

普及を助長すること。

(e) 必要な場合には、関連の環境上適正な技術並びに農業及び牧畜業の伝統的な方法を近代的な

社会経済状況に適応させること。

(f) 特に燃料としての木材への依存を軽減するため、代替エネルギー源(特に再生可能なエネル

ギー源)の利用について適当な訓練及び技術を提供すること。

(g) 第十六条に規定するところにより、相互の合意により、影響を受ける国である開発途上締約

国が情報の収集、分析及び交換の分野において計画を作成し及び実施する能力を強化するた

めに協力すること。

(h) 代替的な生計手段を促進する革新的な方法(新たな技能の訓練を含む。)

(i) 意思決定を行う者及び管理者を訓練すること並びに干ばつの状況に関する早期警戒の情報

の普及及び利用並びに食糧の生産のために資料を収集し及び分析する責任を有する要員を
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訓練すること。

(j) 既存の国の機関及び法的枠組みを一層効果的に運用し、必要な場合には新たな機関及び法的

枠組みを設け並びに戦略的な計画作成及び管理を強化すること。

(k) 影響を受ける国である開発途上締約国における能力形成を学習及び研究の長期的な相互作

用の過程を通じて促進するための人的交流計画

2 影響を受ける国である開発途上締約国は、適当な場合には他の締約国並びに適当な政府間機関

及び非政府機関と協力して、地方及び国の段階における利用可能な能力及び制度並びにこれらを

強化する可能性について学際的な検討を行う。

3 締約国は、砂漠化及び干ばつの原因及び影響並びにこの条約の目的を達成することの重要性に

ついて理解を促進するため、影響を受ける国である締約国及び適当な場合にはそのような締約国

以外の締約国において啓発及び教育のための計画を実施し及び支援するに当たり、相互に並びに

適当な政府間機関及び非政府機関を通じて協力する。このため、締約国は、次のことを行う。

(a) 一般公衆に対する啓発運動を組織すること。

(b) 公衆による関連情報の取得並びに教育及び啓発活動への広範な参加を恒常的に促進するこ

と。

(c) 啓発に貢献する団体の設立を奨励すること。

(d) 教材及び啓発用資料(可能な場合には現地の言語によるもの)を作成し及び交換し、関連の教

育及び啓発の計画を実施するに当たり影響を受ける国である開発途上締約国の要員を訓練

するために専門家を交流させ及び派遣し並びに適当な国際機関において入手することので

きる関連の教材を十分に利用すること。

(e) 影響を受ける地域における教育上の必要を評価し、適切な学校教育課程を編成し並びに、必

要に応じ、影響を受ける地域の天然資源の確認、保全、持続可能な利用及び管理に係る教育

計画及び成人向けの識字計画を拡大し並びにこれらの計画に参加する機会をすべての人(特

に女子)のために拡大すること。

(f) 砂漠化及び干ばつについての啓発を教育制度に組み入れ並びに教育計画であって正規でな

いもの、成人向けのもの、遠隔地向けのもの及び実用的なものに組み入れるための学際的な

参加型の計画を作成すること。

4 締約国会議は、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するため、教育及び訓練のための地域

のセンターの間の協力網を確立し又は強化する。この協力網の調整のために設けられ又は指定さ

れる機関は、計画を調和させ及び当該計画の間の経験の交換を組織化する目的をもって、科学、

技術及び管理の分野における人材を訓練し並びに、適当な場合には、影響を受ける国である締約

国において教育及び訓練に責任を有する既存の機関を強化するため、この協力網を調整する。こ

の協力網は、努力の重複を避けるため、関連の政府間機関及び非政府機関と緊密に協力する。

第二十条 資金

1 締約国は、この条約の目的の達成における資金供与の中心的な重要性にかんがみ、自国の能力

を考慮の上、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための計画に対して十分な資金が利用

可能となるようあらゆる努力を払う。

2  1 の規定との関連において、先進締約国は、第七条の規定に従い影響を受ける国であるアフリ

カ以外の地域の開発途上締約国を軽視することなく影響を受ける国であるアフリカの締約国を

優先させて、次のことを約束する。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための計画の実施を支援するために相当の資

金(贈与及び緩和された条件による貸付けを含む。)を調達すること。

(b) 十分な、適時の、かつ、予測可能な資金の調達(地球環境基金の設立文書の関連規定に従い、
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同基金の四の中心分野に関連する活動で砂漠化に関するものに係る合意された増加費用に

対して同基金から新規のかつ追加的な資金を供与することを含む直)を促進すること。

(c) 国際協力によって技術、知識及びノウハウの移転を促進すること。

(d) )影響を受ける国である開発途上締約国と協力して、資金(基金、非政府機関及び他の民間部

門の団体の資金を含む。)が調達され及び供給されるための革新的な方法及び奨励措置(特に

債務についてのスワップその他の影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開

発途上締約国)の対外債務の負担を軽減することによって資金の調達を促進する革新的な方

法)を探求すること。

3 影響を受ける国である開発途上締約国は、自国の能力を考慮の上、十分な資金を白国の国家行

動計画の実施のために調達することを約束する。

4 締約国は、資金の調達に当たり、借款団、共同計画及び並行融資を利用して、国内、二国間及

び多数国間のすべての資金源及び資金供与の仕組みの十分な利用及び継続的な質的改善に努め、

並びに民間部門の資金源及び資金供与の仕組み(非政府機関のものを含む。)を関与させるよう努

める。このため、締約国は、第十四条の規定に従って設けられた運用上の仕組みを十分に利用す

る。

5 締約国は、影響を受ける国である開発途上締約国が砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和す

るための必要な資金を調達するために次のことを行う。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するために既に配分された資金の管理を合理化し

及び強化すること。その合理化及び強化については、当該資金を一層効果的かつ効率的に利

用し、当該資金の配分における成功及び欠点を評価し、当該資金の効果的な利用に対する障

害を除去し並びに、必要な場合には、この条約に従って採用した総合的かつ長期的な取組方

法に照らして計画を変更することによって行う。

(b) 多数国間の資金供与の機関、制度及び基金(地域的な開発銀行及び開発基金を含む。)の管理

機関において、影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)をこ

の条約の実施が促進される活動(特に地域実施附属書の枠組みにおいて実施される行動計画)

において支援することに対して、妥当な優先順位を与え及び妥当な注意を払うこと。

(c) 国の段階における努力を支援するために地域的及び小地域的な協力を強化することができ

る方法を検討すること。

6 他の締約国は、砂漠化に関する知識、ノウハウ、技術又は資金を影響を受ける国である開発途

上締約国に任意に提供することを奨励される。

7 先進締約国がこの条約に基づく自国の義務(特に資金及び技術移転に係るもの)を履行すること

は、影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)がこの条約に基づく

義務を十分に履行することを大いに援助することとなる。先進締約国は、自国の義務の履行に当

たり、経済的及び社会的開発並びに貧困の撲滅が影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフ

リカの開発途上締約国)の最優先の事項であることを十分に考慮すべきである。

第二十一条 資金供与の仕組み

1 締約国会議は、影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)がこの

条約を実施することができるよう、資金供与の仕組みが利用されることを促進し、及び当該仕組

みの下で利用することのできる資金が最大となるよう奨励する。このため、締約国会議は、特に

次のことを行う取組方法及び政策を採択することを検討する。

(a) この条約の関連規定に基づく活動のために国、小地域、地域及び地球的規模の段階における

必要な資金供与を促進すること。

(b) 前条の規定に反することなく、二以上の資金源から資金を供与するための取組方法、仕組み

及び取決め並びにこれらについての評価を促進すること。
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(c) 関心を有する締約国並びに関連の政府間機関及び非政府機関の間の調整を容易にするため、

これらの締約国及び機関に対し、利用可能な資金源及び資金供与の形態に関する情報を定期

的に提供すること。

(d) 影響を受ける国である開発途上締約国の地方の段階に資金を迅速かつ効率的に供給するた

め砂漠化に関する国の基金等の仕組み(非政府機関の参加を伴うものを含む。)が適当な場合

に確立されることを容易にすること。

(e) この条約の実施を一層効果的に支援するため、小地域及び地域の段階の既存の基金及び資金

供与の仕組み、特にアフリカにおけるものを強化すること。

2 締約国会議は、また、開発途上締約国がこの条約に基づく義務を履行することを可能にする活

動に対し、国、小地域及び地域の段階における支援が国際連合及びその関連機関における種々の

仕組み並びに多数国問の資金供与機関を通じて提供されることを奨励する。

3 影響を受ける国である開発途上締約国は、すべての利用可能な資金の効率的利用を確保するた

めの調整を行う国の仕組みであって国の開発計画に組み入れられるものを利用し及び、必要な場

合には、確立し又は強化する。影響を受ける国である開発途上締約国は、資金を調達し、計画を

作成し及び実施し並びに地方の段階における集団のための資金供与の機会を確保するに当たり、

非政府機関、地方の集団及び民間部門が関与する参加型の手続も利用する。そのような行動につ

いては、援助を提供する側における改善された調整及び弾力的な計画作成によって促進すること

ができる。

4 既存の資金供与の仕組みの効果及び効率性を高めることを目的として、贈与又は緩和された条

件若しくは他の条件による相当の資金(技術移転のためのものを含む。)が影響を受ける国である

開発途上締約国のために調達され及び供給されることをもたらす行動を促進するための地球機

構を、この条約により設立する。地球機構は、締約国会議の管理及び指導の下に活動し、並び締

約国会議に対して責任を負う。

5 締約国会議は、第一回通常会合において地球機構を受け入れる機関を特定する。締約国会議及

びその特定した機関は、地球機構が特に次のことを確保するための方法について合意する。

(a) この条約を実施するために利用可能な関連の二国間及び多数国間の協力計画を確認し及び

その目録を作成すること。

(b) 締約国に対し、その要請に応じて、資金調達の革新的な方法及び資金援助の資金源について

助言を与え並びに協力活動の国の段階における調整の促進について助言を与えること。

(c) 関心を有する締約国並びに関連の政府間機関及び非政府機関の間の調整を容易にするため、

これらの締約国及び機関に対し、利用可能な資金源及び資金供与の形態に関する情報を提供

すること。

(d) 締約国会議の第二回通常会合以降地球機構の活動について報告すること。

6 締約国会議は、第一回会合において、地球機構を受け入れる機関として締約国会議が特定した

ものとの間で地球機構の事務的な運用のための適当な措置(可能な限り既存の予算及び人的資源

を利用するもの)をとる。

7 締約国会議は、第三回通常会合において、第七条の規定を考慮の上、4 の規定に従い締約国会

議に対して責任を負う地球機構の政策、運用方法及び活動について検討する。締約国会議は、そ

の検討に基づいて、適当な措置について審議し及びその措置をとる。

第四部 機関

第二十二条 締約国会議

1 この条約により締約国会議を設置する。
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2 締約国会議は、この条約の最高機関である。締約国会議は、その権限の範囲内で、この条約の

効果的な実施を促進するために必要な決定を行う。締約国会議は、特に次のことを行う。

(a) 国の、小地域の、地域の及び国際的な段階において得られた経験に照らし、科学上及び技術

上の知識の進展を基礎として、この条約の実施及びその制度的な措置の機能について定期的

に検討すること。

(b) 締約国が採用する措置に関する情報の交換を促進し及び円滑にし、第二十六条の規定に従っ

て提出される情報を送付するための形式及び期限を決定し並びに報告書を検討し及びこれ

について勧告すること。

(c) この条約の実施に必要と認められる補助機関を設置すること。

(d) 補助機関により提出される報告書を検討し、及び補助機関を指導すること。

(e) 締約国会議及び補助機関の手続規則及び財政規則をコンセンサス方式により合意し及び採

択すること。

(f) 第三十条及び第三十一条の規定に従ってこの条約の改正を採択すること。

(g) 締約国会議の活動(その補助機関のものを含む。)のための計画及び予算を承認し並びにその

活動のための資金の調達に必要な措置をとること。

(h) 適当な場合には、適当な団体又は機関(国内若しくは国際の又は政府間若しくは民間のもの

のいずれであるかを問わない。)の協力を求め並びにこれらの団体又は機関の役務及びこれ

らの団体又は機関が提供する情報を利用すること。

(i) 努力の重複を避けつつ他の関連の条約との関係を促進し及び強化すること。

(j) その他この条約の目的の達成のために必要な任務を遂行すること。

3 締約国会議は、第一回会合において、締約国会議の手続規則をコンセンサス方式により採択す

る。この手続規則には、この条約において意思決定手続が定められていない事項に関する意思決

定手続を含む。この手続規則には、特定の決定の採択に必要な特定の多数を含むことができる。

4 締約国会議の第一回会合は、第三十五条に規定する暫定的な事務局が招集するものとし、この

条約の効力発生の日の後一年以内に開催する。第二回から第四回までの通常会合は、締約国会議

が別段の決定を行わない限り、毎年開催するものとし、その後は、通常会合は、二年ごとに開催

する。

5 締約国会議の特別会合は、締約国会議が通常会合において決定するとき又はいずれかの締約国

から書面による要請のある場合において常設事務局がその要請を締約国に通報した後三箇月以

内に締約国の少なくとも三分の一がその要請を支持するときに開催する。

6 締約国会議は、通常会合ごとに、議長団を選出する。議長団の構成及び任務は、手続規則に定

める。議長団の任命に当たっては、衡平な地理的配分を確保する必要性及び影響を受ける国であ

る締約国(特にアフリカの締約国)が十分に代表されることを確保する必要性に妥当な考慮を払う。

7 国際連合、その専門機関及びこれらの国際機関の加盟国又はオブザーバーであってこの条約の

締約国でないものは、締約国会議の会合にオブザーバーとして出席することができる。この条約

の対象とされている事項について能力を有する団体又は機関(国内若しくは国際の又は政府若し

くは民間のもののいずれであるかを問わない。)であって、締約国会議の会合にオブザーバーとし

て出席することを希望する旨常設事務局に通報したものは、当該会合に出席する締約国の三分の

一以上が反対しない限り、オブザーバーとして出席することを認められる。オブザーバーの出席

については、締約国会議が採択する手続規則に従う。

8 締約国会議は、関連の専門知識を有する適当な国の機関及び国際機関に対し第十六条(g)、第十

七条 1(c)及び第十八条 2(b)の規定に関連する情報を提供するよう要請することができる。
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第二十三条 常設事務局

1 この条約により常設事務局を設置する。

2 常設事務局は、次の任務を遂行する。

(a) 締約国会議の会合及びこの条約により設置される補助機関の会合を準備すること並びに必

要に応じてこれらの会合に役務を提供すること。

(b) 常設事務局に提出される報告書を取りまとめ及び送付すること。

(c) 要請に応じ、影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締約国)がこの

条約に従って情報を取りまとめ及び送付するに当たり、当該影響を受ける国である開発途上

締約国に対する支援を円滑にすること。

(d) 常設事務局の活動を他の関連の国際団体及び国際条約の事務局との間で調整すること。

(e) 締約国会議の指導の下に、常設事務局の任務の効果的な遂行のために必要な管理上及び契約

上の措置をとること。

(f) この条約に基づく常設事務局の任務の遂行に関する報告書を作成し、これを締約国会議に提

出すること。

(g) その他締約国会議が決定する事務局の任務を遂行すること。

3 締約国会議は、第一回会合において、常設事務局を指定し、及びその任務の遂行のための措置

をとる。

第二十四条 科学技術委員会

1 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに関連する科学的及び技術的事項に関する情

報及び助言を締約国会議に提供する締約国会議の補助機関として、科学技術委員会をこの条約に

より設置する。同委員会は、締約国会議の通常会合の際に開催され、学際的な性格を有し、及び

すべての締約国による参加のために開放される。同委員会は、政府の代表者で関連の専門分野に

おける能力を有するものにより構成する。締約国会議は、第一回会合において、同委員会の権限

を決定する。

2 締約国会議は、関連の分野における専門知識及び経験を有する独立の専門家の名簿を作成し及

び維持する。この名簿は、締約国から受領した書面による指名に基づき、学際的な取組方法及び

広範な地理的代表の必要性を考慮して作成する。

3 締約国会議は、必要に応じ、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに関連する科学

及び技術の水準に関する特定の問題についての情報及び助言を科学技術委員会を通じて締約国

会議に提供する特別の小委員会を設置することができる。特別の小委員会は、学際的な取組方法

及び広範な地理的代表の必要性を考慮して、2 の名簿から選ばれた専門家により構成する。当該

専門家は、科学上の経歴及び現地における経験を有するものとし、科学技術委員会の勧告に基づ

いて締約国会議が指名する。締約国会議は、特別の小委員会の付託事項及び活動の方法を決定す

る。

第二十五条 機関及び団体から成る協力網の形成

1 科学技術委員会は、締約国会議の監督の下に、一の協力網を構成する単位となる意思を有する

既存の関連の協力網、機関及び団体を調査し及び評価するために必要な措置をとる。当該一の協

力網は、この条約の実施を支援する。

2 科学技術委員会は、第十六条から第十九条までに規定する主題における必要への対処を確保す

るため、1 に規定する調査及び評価の結果に基づき、地方、国及び他の段階における一に規定す

る単位から成る協力網の形成を円滑にし及び強化する方法及び手段について締約国会議に勧告

する。
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3 締約国会議は、2 に規定する勧告を考慮して次のことを行う。

(a) 協力網の形成に最も適当な国内の、小地域の、地域の及び国際的な単位を特定し並びにこれ

らの単位のために運用上の手続及びその時間的枠組みを勧告すること。

(b) すべての段階において協力網の形成を円滑にし及び強化するために最も適する単位を特定

すること。

第五部 手続

第二十六条 情報の送付

1 締約国は、締約国会議に対し、その通常会合における審議のために、自国がこの条約の実施の

ためにとった措置に関する報告書を常設事務局を通じて送付する。締約国会議は、当該報告書の

提出期限及び形式を決定する。

2 影響を受ける国である締約国は、第五条の規定に従って確立した戦略及びその実施に関する情

報について記述する。

3 影響を受ける国である締約国であって第九条から第十五条までの規定に従って行動計画を実施

するものは、当該行動計画及びその実施について詳細に記述する。

4 影響を受ける国である二以上の締約国は、小地域又は地域の段階において行動計画の枠組みの

中でとった措置につき共同して情報の送付を行うことができる。

5 先進締約国は、行動計画の作成及び実施を援助するためにとった措置(自国がこの条約に基づい

て供与した資金又は供与している資金に関する情報を含む。)を報告する。

6 常設事務局は、1 から 4 までの規定に従って送付された情報を締約国会議及び関連の補助機関

に対してできる限り速やかに送付する。

7 締約国会議は、要請に応じ、影響を受ける国である開発途上締約国(特にアフリカの開発途上締

約国)に対し、行動計画に関連する技術上及び資金上の必要の特定のためのみならず、この条の規

定による情報の取りまとめ及び送付のためにも、技術上及び資金上の支援が提供されることを円

滑にする。

第二十七条 実施に関する問題の解決のための措置

締約国会議は、この条約の実施に関して生ずる問題の解決のための手続及び制度上の仕組みにつ

いて審議し及びこれらを採択する。

第二十八条紛争の解決

1 締約国は、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を交渉又は紛争当事国が選択する

その他の平和的手段により解決する。

2 地域的な経済統合のための機関でない締約国は、この条約の解釈又は適用に関する紛争につい

て、同一の義務を受諾する締約国との関係において次の紛争解決手段の一方又は双方を義務的な

ものとして認めることをこの条約の批准、受諾若しくは承認若しくはこれへの加入の際に又はそ

の後いつでも、寄託者に対し書面により宣言することができる。

(a) 締約国会議ができる限り速やかに採択する附属書に定める手続による仲裁

(b) 国際司法裁判所への紛争の付託

3 地域的な経済統合のための機関である締約国は、2(a)に規定する手続による仲裁に関して同様の

効果を有する宣言を行うことができる。

4 2 の規定に基づいて行われる宣言は、当該宣言に付した期間が満了するまで又は書面による当該

宣言の撤回の通告が寄託者に寄託された後三箇月が経過するまでの間、効力を有する。
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5  宣言の期間の満了、宣言の撤回の通告又は新たな宣言は、紛争当事国が別段の合意をしない限

り、仲裁裁判所又は国際司法裁判所において進行中の手続に何ら影響を及ぼすものではない。

6 紛争当事国が 2 の規定に従って同一の解決手段を受け入れている場合を除くほか、いずれかの

紛争当事国が他の紛争当事国に対して紛争が存在する旨の通告を行った後十二箇月以内にこれ

らの紛争当事国が当該紛争を解決することができなかった場合には、当該紛争は、いずれかの紛

争当事国の要請により、締約国会議ができる限り速やかに採択する附属書に定める手続により調

停に付される。

第二十九条 附属書の地位

1 附属書は、この条約の不可分の一部を成すものとし、「この条約」というときは、別段の明示

の定めがない限り、附属書を含めていうものとする。

2 締約国は、附属書の規定をこの条約に基づく自国の権利及び義務に適合するように解釈する。

第三十条 この条約の改正

1 締約国は、この条約の改正を提案することができる。

2 この条約の改正は、締約国会議の通常会合において採択する。この条約の改正案は、その採択

が提案される会合の少なくとも六箇月前に常設事務局が締約国に通報する。常設事務局は、また、

改正案をこの条約の署名国に通報する。

3 締約国は、この条約の改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力

を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には、改正案は、

最後の解決手段として、当該会合に出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決

で採択する。採択された改正は、常設事務局が寄託者に通報するものとし、寄託者がすべての締

約国に対し批准、受諾、承認又は加入のために送付する。

4 改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する右 3 の規定に従って採択され

た改正は、当該改正の採択の時にこの条約の締約国であった締約国の少なくとも三分の二の批准

書、受諾書、承認書又は加入書を寄託者が受領した日の後九十日目の日に、当該改正を受け入れ

た締約国について効力を生ずる。

5 改正は、他の締約国については、当該他の締約国が当該改正の批准書、受諾書、承認書又は加

入書を寄託者に寄託した日の後九十日目の日に効力を生ずる。

6 この条及び次条の規定の適用上、「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ賛成票又は

反対票を投ずる締約国をいう。

第三十一条 附属書の採択及び改正

1 この条約の追加の附属書及び附属書の改正は、前条に定める条約の改正のための手続に従って

提案され及び採択される。ただし、追加の地域実施附属書又は地域実施附属書の改正の採択に当

たっては、同条に定める三分の二以上の多数による議決については関係の地域の出席しかつ投票

する締約国の三分の二以上の多数票を含むことを条件とする。附属書の採択又は改正については、

寄託者がすべての締約国に通報する。

2 一の規定に従って採択された附属書(追加の地域実施附属書を除く。)又は附属書の改正(地域実

施附属書の改正を除く。)は、寄託者がその採択を締約国に通報した日の後六箇月で、その期間内

に当該採択された附属書又は附属書の改正を受け入れない旨の書面による通告を寄託者に対し

て行った締約国を除くほか、この条約のすべての締約国について効力を生ずる。当該採択された

附属書又は附属書の改正は、当該通告を撤回する締約国については、その撤回の通告を寄託者が

受領した日の後九十日目の日に効力を生ずる。

2  1 の規定に従って採択された追加の地域実施附属書又は地域実施附属書の改正は、寄託者がそ

の採択を締約国に通報した日の後六箇月で、次の締約国を除くほか、この条約のすべての締約国
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について効力を生ずる。

(a) 当該六箇月の期間内に当該採択された追加の地域実施附属書又は地域実施附属書の改正を

受け入れない旨の書面による通告を寄託者に対して行った締約国。当該採択された追加の地

域実施附属書又は地域実施附属書の改正は、当該通告を撤回する締約国については、その撤

回の通告を寄託者が受領した日の後九十日目の日に効力を生ずる。

(b) 第三十四条 4 の規定に従って追加の地域実施附属書又は地域実施附属書の改正に関する宣

言を行った締約国。当該採択された追加の地域実施附属書又は地域実施附属書の改正は、そ

の批准書、受諾書、承認書又は加入書をこの締約国が寄託者に寄託した日の後九十日目の日

に、この締約国について効力を生ずる。

4 附属書又は附属書の改正の採択がこの条約の改正を伴うものである場合には、採択された附属

書又は附属書の改正は、この条約の改正が効力を生ずる時まで効力を生じない。

第三十二条 投票権

1 この条約の各締約国は、2 に規定する場合を除くほか、一の票を有する。

2 地域的な経済統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国であ

るその構成国の数と同数の票を投ずる権利を行使する。当該機関は、その構成国が自国の投票権

を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。

第六部 最終規定

第三十三条 署名

この条約は、千九百九十四年十月十四日及び十五日にバリにおいて、国際連合又はその専門機関

の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及び地域的な経済統合のための機関による署名のために

開放される。その後は、この条約は、千九百九十五年十月十三日まで、ニュー・ヨークにある国

際連合本部において署名のために開放しておく。

第三十四条 批准、受諾、承認及び加入

1 この条約は、国及び地域的な経済統合のための機関により批准され、受諾され、承認され又は

加入されなければならない。この条約は、この条約の署名のための期間の終了の日の後は、加入

のために開放しておく。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。

2 この条約の締約国となる地域的な経済統合のための機関で当該機関のいずれの構成国もこの条

約の締約国となっていないものは、この条約に基づくすべての義務を負う。当該機関の一又は二

以上の構成国がこの条約の締約国でもある場合には、当該機関及びその構成国は、この条約に基

づく義務の履行につきそれぞれの責任を決定する。この場合において、当該機関及びその構成国

は、この条約に基づく権利を同時に行使することができない。

3 地域的な経済統合のための機関は、この条約の規律する事項に関する当該機関の権限の範囲を

この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書において宣言する。当該機関は、また、その権限

の範囲の実質的な変更を寄託者に速やかに通報するものとし、寄託者は、これを締約国に通報す

る。

4 締約国は、自国の批准書、受諾書、承認書又は加入書において、追加の地域実施附属書又は地

域実施附属書の改正がその批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する場合にのみ自国につい

て効力を生ずる旨の宣言を行うことができる。

第三十五条 暫定的措置

第二十三条に規定する事務局の任務は、締約国会議の第一回会合が終了するまでの間、国際連合

総会が千九百九十一一年十二月二十二日の決議第百八十八号(第四十七回会期)によって設置した

事務局が暫定的に遂行する。
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第三十六条 効力発生

1 この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効

力を生ずる。

2 この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後にこれを批准し、受諾

し若しくは承認し又はこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、当該国

又は機関による批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。

3 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、1 及び 2 の規定の適用上、当該機関

の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。

第三十七条 留保

この条約には、いかなる留保も付することができない。

第三十八条 脱退

1 締約国は、自国についてこの条約が効力を生じた日から三年を経過した後いつでも、寄託者に

対して書面による脱退の通告を行うことにより、この条約から脱退することができる。

2 1 の脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日から一年を経過した日又はそれよりも遅い日であ

って脱退の通告において指定される日に効力を生ずる。

第三十九条 寄託者

国際連合事務総長は、この条約の寄託者とする。

第四十条 正文

アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条

約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

千九百九十四年六月十七日にパリで作成した。
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附属書 I アフリカのための地域実施附属書

第一条 適用範囲

この附属書は、アフリカについて、その乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域において砂漠

化に対処し又は干ばつの影響を緩和するため、この条約(特にその第七条の規定)に従い、各締約

国との関係において適用する。

第二条 目的

この附属書は、アフリカの国、小地域及び地域の段階において、アフリカの特別の状況に照らし

て次のことを行うことを目的とする。

(a) この条約の関連規定に従い措置及び取決め(先進締約国が提供する援助の性質及び手続を含

む。)について特定すること。

(b) アフリカに特有の状況に対応するためにこの条約の効率的かつ実際的な実施について定め

ること。

(c) アフリカの乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域において砂漠化に対処し又は干ばつの

影響を緩和することに関連する手続及び活動を促進すること。

第三条 アフリカ地域の特別の状況

  締約国は、この条約に基づく自国の義務を履行するに当たり、次のアフリカの特別の状況を考

慮した基本的な取組方法をこの附属書の実施において採用する。

(a) 乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域の占める割合が高いこと。

(b) 砂漠化及び深刻な干ばつの頻繁な発生によって相当数の国及び住民が悪影響を受けている

こと。

(c) 内陸国である影響を受ける国が多数あること。

(d) 貧困が大部分の影響を受ける国においてまんえんし、影響を受ける国の中で後発開発途上国

が多数を占め及び影響を受ける国が開発目的を追求するために相当の量の外部からの援助

(贈与及び緩和された条件による貸付けの形態によるもの)を必要としていること。

(e) 困難な社会経済状況が、交易条件の悪化及び変動、対外債務並びに政治上の不安定性によっ

て深刻化し並びに国内の、地域的な及び国際的な移住を引き起こしていること。

(f) 住民がその生存を天然資源に大きく依存しており、このことが人口学的な動向及び要因がも

たらす影響、ぜい弱な技術的基盤並びに持続可能でない生産方式と複合して資源の深刻な劣

化の一因となっていること。

(g) 制度上の枠組み及び法的な枠組み、経済基盤並びに科学上、技術上及び教育上の能力が不十

分であり、相当の能力形成が必要とされていること。

(h) 砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和するための行動が、アフリカの影響を受ける国の開

発の優先事項において中心的役割を占めていること。

第四条 アフリカの締約国の約束及び義務

1 アフリカの締約国は、自国の能力に応じて次のことを約束する。

(a) 砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和することを貧困を撲滅するための努力において中

心的な戦略として採用すること。

(b) 相互の利益に基づく連帯及び連携の精神をもって、砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和

するための計画及び活動において地域的な協力及び統合を促進すること。
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(c) 砂漠化及び干ばつに関係する既存の機関を一層効果的なものとし及び資源の一層効率的な

利用を確保するため、当該既存の機関を合理化し及び強化し並びに、適当な場合には、他の

既存の機関を関与させること。

(d) アフリカの締約国の間における技術、知識、ノウハウ及び方式に関する適当な情報の交換を

促進すること。

(e) 砂漠化又は干ばつによって劣化した地域において干ばつの影響を緩和するための緊急時計

画を作成すること。

2 影響を受ける国であるアフリカの締約国は、条約の第四条及び第五条に規定する一般的義務及

び特別の義務に従って、次のことを行うよう努力する。

(a) 自国の状況及び能力に応じ並びにアフリカが砂漠化又は干ばつの現象に与えた新たな優先

順位に照らして、自国の予算から資金の適当な配分を行うこと。

(b) 一層の分権化及び資源に係る権利の強化に向けて現に実施中の改革を維持し及び強化し並

びに住民及び地域社会の参加を強化すること。

(c) 新規のかつ追加的な国の資金を特定し及び調達し並びに国内の資金を調達するための国の

既存の能力及び制度の拡充を優先事項として行うこと。

第五条 先進締約国の約束及び義務

1 先進締約国は、条約の第四条、第六条及び第七条の規定に基づく義務を履行するに当たり、影

響を受ける国であるアフリカの締約国を優先させるものとし、このこととの関連において次のこ

とを行う。

(a) 当該アフリカの締約国が貧困の撲滅を中心的な戦略として採用していることを考慮の上、相

互の合意により及び自国の政策に従い、特に、資金その他の資源の取得の機会を提供し又は

その取得を円滑にすること並びに適当な環境上の技術及びノウハウの移転、適応及び取得に

ついてこれらを促進し又はこれらに資金を供与し若しくはその供与を円滑にすることによ

って、当該アフリカの締約国が砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することを援助する

こと。

(b) 砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和するため、相当の又は一層多くの資源を継続して配

分すること。

(c) 当該アフリカの締約国が砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和するために自国の制度上

の枠組み並びに科学的及び技術的手段を改善し並びに情報の収集及び分析並びに研究及び

開発を促進することが可能となるよう自国の能力を強化することを援助すること。

2 他の締約国は、影響を受ける国であるアフリカの締約国に対して砂漠化に関連する技術、知識

及びノウハウ又は資金を任意に提供することができる。当該技術、知識及びノウハウの移転は、

国際協力によって円滑となる。

第六条 持続可能な開発のための戦略的な計画作成の枠組み

1 国家行動計画については、影響を受ける国であるアフリカの締約国の持続可能な開発のために

国の政策を策定する一般的な手続の中心的なかつ不可分の一部とする。

2 住民及び地域社会からの最大限の参加を可能にするような弾力的な計画作成により、適当な段

階の政府、住民、地域社会及び非政府機関が関与する参加型の協議手続を戦略についての指針を

与えるために実施する。二国間及び多数国間の援助機関は、適当な場合には、影響を受ける国で

あるアフリカの締約国の要請によりこの手続に関与することができる。

第七条 行動計画の作成のための時期

アフリカの締約国は、この条約が効力を生ずるまでの間、適当な場合には国際社会の他の構成員

と協力して、できる限り、国家行動計画、小地域行動計画及び地域行動計画の作成に関連するこ
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の条約の規定を暫定的に適用する。

第八条 国家行動計画の内容

1 国家行動計画の全般的な戦略においては、条約第十条の規定に従い、影響を受ける地域におけ

る地方の段階の総合的な開発計画(参加型の仕組みに基づき、かつ、砂漠化に対処し及び干ばつの

影響を緩和するための努力に貧困の撲滅のための戦略を組み入れることを基礎とするもの)に重

点を置く。国家行動計画は、教育及び訓練、専門知識を有する非政府機関の動員並びに分権化さ

れた政府組織の強化に重点を置いて、地方当局の能力を強化し並びに住民、地域社会及び集団の

積極的な関与を確保することを目的とする。

2 国家行動計画は、適当な場合には、次の一般的な特徴を有するものとする。

(a) 国家行動計画を作成し及び実施するに当たり、社会的、経済的及び生態学的な条件を考慮し

て、砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和することについての過去の経験を利用している

こと。

(b) 砂漠化又は干ばつの要因、利用可能な資源及び能力並びに必要な資源及び能力を特定してい

ること並びに砂漠化若しくは干ばつの現象に対処し又はその影響を緩和するために必要と

される適当な政策、制度上の措置その他の措置を策定していること。

(c) 女子、農民及び牧畜民を含む住民及び地域社会の参加を拡大させていること並びにこれらの

住民及び地域社会に管理のための責任を一層委任していること。

3 国家行動計画には、適当な場合には、次の措置を含める。

(a) 貧困の撲滅のために経済的環境を改善するための措置

(i) 次のことによって収入及び雇用機会(特に地域社会の最も貧しい構成員のためのもの)を増

加させる措置

農産物及び畜産物の市場を開発すること。

地方の必要に適する資金上の手段を創出すること。

農業の多様化を奨励し及び農業についての事業体を設立すること。

農業に関連する又は農業以外の形態の経済活動を発展させること。

(ii) 次のことによって農村経済の長期的な見通しを改善する措置

生産的な投資の奨励措置をとり及び生産手段の取得の機会を創出すること。

成長を促進する価格政策、租税政策及び商慣行を確立すること。

(iii) 土地に対する人口圧を軽減するために人口政策及び移住政策を定め及び適用する措置

(iv) 食糧の安全保障のために干ばつに強い作物の利用及び総合的な乾燥地農業の体制の利用

を促進する措置

(b) 天然資源を保全するための措置

(i) 次のものを含む天然資源の総合的で持続可能な管理を確保する措置

農地及び牧草地

植生及び野生動植物

森林

水資源

生物の多様性

(ii) 啓発及び環境教育のための運動について訓練し及びこれらの運動を強化する措置並びに
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天然資源の持続可能な管理に関連する技術についての知識を普及させる措置

(iii) ぜい弱な天然資源に対する圧力を緩和するため、多様なエネルギー源の開発及び効率的利

用、代替エネルギー源(特に太陽及び風のエネルギー並びにバイオガス)の奨励並びに関連

の技術の移転、取得及び適応のための具体的な取決めを確保する措置

(c) 制度を改善するための措置

(i) 土地利用のための計画作成に係る政策の枠組みにおいて中央政府及び地方当局の役割及

び責任を定める措置

(ii) 積極的な分権化のための政策を奨励し、管理及び意思決定の責任を地方当局に委譲し並び

に地域社会による発意及び責任の負担並びに地方組織の確立を奨励する措置

(iii) 適当な場合には、住民に対して土地に係る権利の保障を提供するため天然資源の管理に係

る制度及び規制の粋組みを調整する措置

(d) 砂漠化に関する知識を増進するための措置

(i) 砂漠化の科学的、技術的及び社会経済的側面に関し、研究並びに情報の収集、処理及び交

換を促進する措置

(ii) 理解を増進し及び分析の結果を活用するため、研究並びに情報の収集、処理、交換及び分

析における国の能力を向上させる措置

(iii) 次のものに関する中期的及び長期的な研究を奨励する措置

影響を受ける地域における社会経済的及び文化的動向

天然資源の質的及び量的な動向

気候と砂漢化との間の相互作用

(e) 干ばつの影響を監視し及び評価するための措置

(i) 干ばつの影響を緩和するための努力において、気候の自然な変動の地域的な干ぼつ及び砂

漠化に対する影響を評価し又は季節ごとの気候の変動から多年にわたる気候の変動まで

の予測を利用するための戦略を策定する措置

(ii) 早期警戒及び対応の能力を向上させ、緊急の救済措置及び食糧援助を効率的に管理し、食

糧の備蓄及び配給の体制並びに家畜の保護の制度を改善し並びに干ばつが起こりやすい

地域において公共事業及び代替的な生計を改善する措置

(iii) 資源の劣化の過程及び力学に関する信頼し得るかつ時宜を得た情報を提供するために生

態学的な劣化を監視し及び評価する措置であって、政策の策定及び対応における改善を容

易にするもの

第九条 国家行動計画の作成並びにその実施及び評価のための指標

影響を受ける国であるアフリカの締約国は、自国の国家行動計画の作成、実施及び評価を促進す

るための国の適当な調整機関を指定する。この機関は、第三条の規定に照らして、適当な場合に

は次のことを行う。

(a) 国の段階における関係者との最初の協議に基づいて、住民及び地域社会の参加並びに地方の

行政当局、先進締約国、政府間機関及び非政府機関の協力を得た地方の協議手続を開始し、

行動の特定及び検討を行うこと。

(b) ニーズ及び不足を確認し及び分析し、実施中の関連の努力の十分な利用によって重複を避け

るための実際的な措置を勧告し並びにその結果の実施を促進すること。

(c) 影響を受ける地域の住民の積極的な参加を確保し、事業活動の悪影響を最小にし、必要とさ

れる資金援助及び技術協力を特定し並びにこれらについての優先順位を決定するため、相互
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作用を通ずる弾力的な取組方法に基づいて事業活動を促進し及び立案すること。

(d) 短期的、中期的及び長期的な行動から成る国家行動計画並びにその実施の評価を確保するた

め、数値化しかつ容易に検証することができる適切な指標を確立すること。

(e) 国家行動計画の実施についての進捗状況の報告を作成すること。

第十条 小地域行動計画の組織上の枠組み

1 アフリカの締約国は、条約第四条の規定に従って、アフリカの中央部、東部、北部、南部及び

西部のための小地域行動計画の作成及び実施において協力するものとし、この点に関し、関連の

小地域的な政府問機関に対して次の責任を委任することができる。

(a) 小地域行動計画の作成に関する活動の中央連絡先として行動し及び小地域行動計画の実施

について調整する責任

(b) 国家行動計画の作成及び実施を援助する責任

(c) 情報、経験及びノウハウの交換を円滑にし並びに国内法令の検討について助言を与える責任

(d) その他小地域行動計画の実施に関連する責任

2 小地域の専門的な機関は、それぞれの専門分野において、要請に応じて支援を提供し、又は活

動の調整のための責任を引き受けることができる。

第十一条 小地域行動計画の内容及び作成

小地域行動計画においては、小地域の段階における対応に適した間題に焦点を合わせるものとし、

必要に応じて、共有の天然資源を管理するための仕組みを確立する。この仕組みにおいては、砂

漠化又は干ばつに関連する国境を越える問題を効果的に処理し、及び国家行動計画の調和のとれ

た実施のために支援を提供する。小地域行動計画の優先分野として、適当な場合には次のものに

焦点を合わせる。

(a) 国境を越える天然資源の持続可能な管理のための共同計画であって二国間及び多数国間の

仕組みを通ずるもの

(b) 代替エネルギー源を開発するための計画の調整

(c) 害虫及び動植物の病気の管理及び防除における協力

(d) 小地域の段階における実施又は支援に適した能力形成、教育及び啓発の活動

(e) 科学上及び技術上の協力(資料の収集及び評価のための協力網の形成、情報の共有並びに事

業の監視を含む。)、特に気候学的、気象学的及び水文学的分野におけるもの並びに研究及

び開発の活動における調整及び優先順位の付与

(f) 干ばつの影響を緩和するための早期警戒体制及び共同の計画作成(環境上引き起こされた移

住に起因する問題に対応するための措置を含む。)

(g) 経験(特に住民及び地域社会の参加に関するもの)を共有する方法の検討並びに土地利用の管

理を改善し及び適当な技術を利用することを可能にする環境の創出

(h) 小地域的な機関が技術的業務を調整し及び提供する能力の強化並びに小地域のセンター及

び機関の設立、新しい方向付け及び強化

(i) 影響を受ける地域及び住民に影響を与える貿易その他の分野における政策(地域内の流通機

構を調整し及び共通の経済基盤を整備するためのものを含む。)の策定

第十二条  地域行動計画の組織上の枠組み

1 アフリカの締約国は、条約第十一条の規定に従って、地域行動計画の作成及び実施のための手

続を共同して決定する。
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2 締約国は、関連のアフリカの地域的な機関に対し、アフリカの締約国がこの条約に基づく責任

を果たすことを当該機関が援助することを可能にするために、適切な支援を提供する。

第十三条  地域行動計画の内容

地域行動計画には、適当な場合には、次の優先分野において砂漠化に対処し及び干ばつの影響を

緩和することに関連する措置を含める。

(a) 重要な政策分野に関する地域のコンセンサスを達成するための地域的な協力の促進及び小

地域行動計画の調整(小地域的な機関の問の定期的な協議を通ずるものを含む。)

(b) 地域の段階における実施に適した活動のための能力形成の促進

(c) 影響を受ける地域に影響を与える地球的規模の経済的及び社会的問題についての解決策の

探求であって、条約第四条 2(b)の規定を考慮して国際社会と共に行うもの

(d) アフリカの影響を受ける国である締約国及び小地域の間並びにアフリカと影響を受ける他

の地域との間で情報、適当な技術、技術上のノウハウ及び関連の経験を交換することの促進、

科学上及び技術上の協力(特に気候学、気象学、水文学、水資源開発及び代替エネルギー源

の分野におけるもの)の促進、小地域及び地域の研究活動の調整並びに研究及び開発におけ

る地域の優先事項の確認

(e) 組織的な観測及び評価並びに情報の交換のための協力網の調整並びにその世界的な協力網

への組入れ

(f) 小地域及び地域の早期警戒体制及び干ばつに対する緊急時計画の調整及び強化

第十四条 資金

1 影響を受ける国であるアフリカの締約国は、条約第二十条及び第四条 2 の規定に従い、資金の

調達に資するマクロ経済学上の枠組みを提供するよう努力し、並びに地方の開発計画に対する資

金の一層効果的な供給(適当な場合には非政府機関を通ずるものを含む。)のための政策を策定し

及び手続を定める。

2 締約国は、行動計画の実施を円滑にすることを目的として、条約第二十一条の 4 及び 5 の規定

に従い、既存の資金の合理的な利用を確保し及び資金配分における過不足を確認するため、国の、

小地域の、地域の及び国際的な段階における資金源の目録を作成することを合意する。この目録

については、定期的に検討し及び更新する。

3 先進締約国は、条約第七条の規定に反することなく、特に条約第四条 2(b)の規定に従って債務、

国際貿易及び市場取引に関連する事項に妥当な注意を払いつつ、第十八条に規定する連携に関す

る取決めに基づいて、影響を受ける国であるアフリカの締約国に対し相当の資金又は一層多くの

資金及び他の形態の援助を継続して配分する。

第十五条 資金供与の仕組み

1 締約国は、条約第七条の規定(影響を受ける国であるアフリカの締約国を優先させることを強調

し及びアフリカ地域に存在する特別の状況を考慮したもの)に反することなく、特に次のことによ

ってアフリカにおける条約第二十一条 1 の(d)及び(e)の規定の実施に特別の注意を払う。

(a) 地方の段階に資金を供給するため、砂漠化に関する国の基金等の仕組みが確立されることを

容易にすること。

(b) 小地域及び地域の段階の既存の基金及び資金供与の仕組みを強化すること。

2 関連の地域的及び小地域的な資金供与機関(アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金を含む。)

の管理機関の構成国である締約国は、条約の第二十条及び第二十一条の規定に反することなく、

これらの機関の活動でこの附属書の実施を推進するものに妥当な優先順位を与え及び妥当な注

意を払う努力を促進する。
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3 締約国は、影響を受ける国であるアフリカの締約国に対して資金を供給するための手続をでき

る限り簡素化する。

第十六条 技術援助及び協力

締約国は、事業及び計画の効果を高めるため、自国の能力に応じ、特に次のことによってアフリ

カの締約国に対する技術援助及びアフリカの締約国との協力を合理化することを約束する。

(a) 補助的な措置に係る費用(特に間接費)を制限すること。当該費用については、事業の効率を

最大にするため、いかなる場合にも当該事業の総費用に対して適切に低い割合となるように

する。

(b) 当該アフリカの締約国の国内の能力を有する専門家又は必要な場合には小地域内若しくは

地域内の能力を有する専門家の利用を事業の立案及び実施に当たって優先させ並びに、地方

に専門知識がない場合には、その蓄積を優先させること。

(c) 提供すべき技術援助を効果的に管理し及び調整し並びに効率的に利用すること。

第十七条 環境上適正な技術の移転、取得、適応及び取得の機会

締約国は、技術の移転、取得、適応及び開発に関する条約第十八条の規定の実施に当たり、科学

的な研究及び開発並びに情報の収集及び普及の分野における能力形成の強化によって、砂漠化に

対処し及び干ばつの影響を緩和するための戦略のアフリカの締約国による実施を可能にするた

め、アフリカの締約国を優先させ並びに、必要に応じて、アフリカの締約国と共に新たな形態の

連携及び協力を発展させることを約束する。

第十八条 調整及び連携に関する取決め

1 アフリカの締約国は、国家行動計画、小地域行動計画及び地域行動計画の作成、交渉及び実施

に関する調整を行うものとし、適当な場合には、そのような過程に他の締約国並びに関連の政府

間機関及び非政府機関を関与させることができる。

2 1 に規定する調整は、資金上及び技術上の協力がこの条約に適合して行われることを確保するこ

と並びに資源の利用及び管理における必要な継続性が与えられるようにすることを目的として

行われる。

3 アフリカの締約国は、国、小地域及び地域の段階における協議手続を設ける。この協議手続は、

次のようなものとすることができる。

(a) 国家行動計画、小地域行動計画及び地域行動計画に基、、つく連携に関する取決めを交渉し

及び締結するための場として役立つもの

(b) (a)の計画のためのアフリカの締約国その他協議集団の構成員の貢献について定め、実施及び

評価のための指標について優先順位を与え及び合意事項を確認し並びに実施のための資金

上の措置を特定するもの

4 常設事務局は、アフリカの締約国の要請に応じ、条約第二十三条の規定に従い、次のことによ

って、3 に規定する協議手続の開始を促進することができる。

(a) 効果的な協議のための措置について他のそのような措置における経験を利用して助言を与

えること。

(b) 協議のための会合又は協議手続について関連の二国間及び多数国間の機関に情報を提供し

並びにこれらの機関による積極的な関与を奨励すること。

(c) 協議のための措置を確立し又は改善することに関連する他の情報を提供すること。

5 小地域的及び地域的な調整機関は、特に次のことを行う。

(a) 連携に関する取決めについてその適切な調整を勧告すること。
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(b) 合意された小地域及び地域の計画の実施について監視し、評価し及び報告すること。

(c) アフリカの締約国の間の効率的な連絡及び協力を確保するよう努力すること。

6 協議集団への参加については、適当な場合には、政府、関心を有する集団及び拠出者、国際連

合及びその関連機関の内部機関、基金及び計画、関連の小地域的及び地域的な機関並びに関連の

非政府機関の代表者に開放する。各協議集団への参加者は、その運営及び活動の方法を決定する。

7 先進締約国は、条約第十四条の規定に従い、国、小地域及び地域の段階において先進締約国間

の協議及び調整のための非公武の手続をその発意により設けることを奨励され、並びに影響を受

ける国であるアフリカの締約国又は適当な小地域的若しくは地域的な機関の要請により、実施を

円滑にするために援助の必要を評価し及びこれに対応するための国、小地域又は地域の協議手続

に参加することを奨励される。

第十九条 事後措置

この附属書については、アフリカの締約国がこの条約に従って次のものにより事後措置をとる。

(a) 国の段階においては、第九条に規定する国の調整機関の監督の下に機能する仕組み。その構

成については、影響を受ける国であるアフリカの締約国が決定すべきであり、地域社会の代

表者を含める。

(b) 小地域の段階においては、学際的な科学技術協議委員会。その構成及び活動の方法について

は、関連の小地域のアフリカの締約国が決定する。

(c) 地域の段階においては、アフリカ経済共同体を設立する条約の関連規定に定める仕組み及び

アフリカ科学技術諮問委員会

附属書 II アジアのための地域実施附属書

第一条 目的

この附属書は、アジア地域の特別の状況に照らして、影響を受ける国である同地域の締約国にお

いてこの条約を効果的に実施するために指針を提供し及び措置を定めることを目的とする。

第二条 アジア地域の特別の状況

締約国は、この条約に基づく自国の義務を履行するに当たり、適当な場合には、影響を受ける国

であるアジア地域の締約国において種々の程度で存在する次の特別の状況を考慮する。

(a) 影響を受ける国であるアジア地域の締約国の領域内において砂漠化及び干ばつの影響を受

け又は受けやすい地域の占める割合が高いこと並びにこれらの地域において気候、地形、土

地利用及び社会経済体制の多様性が存在すること。

(b) 生計のため天然資源に対して大きな圧力が加わっていること。

(c) 土地の劣化及び希少な水資源に対する圧迫をもたらす生産体系が、まん延する貧困に直接関

係して存在すること。

(d) 世界経済の状況及び社会問題(貧困、健康及び栄養の不十分な状態、食糧の安全保障の欠如、

移住、避難民並びに人口の変動を含む。)の及ぼす影響が重大であること。

(e) 国内の砂漠化及び干ばつの問題を処理するための能力及び制度上の枠組みが拡充しつつあ

るが、依然として不十分であること。

(f) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに関連する持続可能な開発の目的を追求

するため国際協力が必要とされていること。
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第三条 国家行動計画の枠組み

1 国家行動計画については、影響を受ける国であるアジア地域の締約国の持続可能な開発のため

の一般的な政策の不可分の一部とする。

2 影響を受ける国である締約国は、適当な場合には、条約の第九条から第十一条までの規定に従

い、条約第十条 2(f)の規定に特別の注意を払って国家行動計画を作成する。二国間及び多数国間

の協力機関は、適当な場合には、当該締約国の要請によりそのような作成手続に関与することが

できる。

第四条 国家行動計画

1 影響を受ける国であるアジア地域の締約国は、国家行動計画を作成し及び実施するに当たり、

自国の事情及び政策に従って、適当な場合には、特に次のことを行うことができる。

(a) 自国の行動計画の作成、調整及び実施に責任を有する適当な機関を指定すること。

(b) 地方当局並びに関連の国内の機関及び非政府機関の協力を得て、影響を受ける住民(地域社

会を含む。)を地方の協議手続を通じて自国の行動計画の作成、調整及び実施に関与させる

こと。

(c) 砂漠化の原因及び影響を評価し並びに行動のための優先分野を決定するため、影響を受ける

地域における環境の状況を調査すること。

(d) 自国の行動計画において戦略を立案し及び活動を定めるため、影響を受ける住民の参加を得

て、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための過去及び現在の計画を評価すること。

(e) (a)から(d)までに規定する活動から得られる情報に基づいて技術上及び資金上の計画を作成

すること。

(f) 自国の行動計画の実施を評価するための手続及び基準を定め及び利用すること。

(g) 流域の総合的な管理、土壌資源の保全並びに水資源の増大及び効率的利用を促進すること。

(h) 砂漠化及び干ばつの起こりやすい地域において、気候学的、気象学的、水文学的及び生物学

的要因その他の関連の要因を考慮して、情報体系、評価及び監視の体制並びに早期警戒体制

を強化し又は確立すること。

(i) 国際協力(資金及び技術に係るものを含む。)が関係する場合には、連携の精神をもって、自

国の行動計画の支援のための適当な仕組みを設けること。

2  国家行動計画の全般的な戦略においては、条約第十条の規定に従い、影響を受ける地域におけ

る地方の段階の総合的な開発計画(参加型の仕組みに基づき、かつ、砂漠化に対処し及び干ばつの

影響を緩和するための努力に貧困の撲滅のための戦略を組み入れることを基礎とするもの)に重

点を置く。行動計画においては、第二条(a)に規定するアジア地域における影響を受ける地域の多

様性を考慮した優先分野ごとに、部門別の措置を定める。

第五条  小地域行動計画及び共同行動計画

1  影響を受ける国であるアジアの締約国は、条約第十一条の規定に従い、国家行動計画を補完し

及びその実施の効果を高めることを目的として、適当な場合には、小地域行動計画又は共同行動

計画を作成し及び実施するために他の締約国と協議し及び協力することを相互に合意すること

ができる。いずれの場合にも、関係締約国は、小地域の機関(二国間又は国の機関を含む。)又は

専門的な機関に対し計画の作成、調整及び実施に関連する責任を委任することを共同して合意す

ることができる。これらの機関は、条約の第十六条から第十八条までの規定に基づく行動を促進

し及び調整するための中央連絡先としても行動することができる。

2  影響を受ける国であるアジア地域の締約国は、小地域行動計画又は共同行動計画を作成し及び

実施するに当たって、適当な場合には、特に次のことを行う。
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(a) 国内の機関と協力して、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに関連する優先事

項であってこれらの行動計画によって実現することが適当なものを確認し並びにこれらの

行動計画を通じて効果的に実施することができる関連の活動を特定すること。

(b) 地域、小地域及び国内の関連の機関の能力及び活動を評価すること。

(c) 地域又は小地域の全部又は一部の締約国の間における砂漠化及び干ばつに関連する既存の

計画並びにその国家行動計画との関係を評価すること。

(d) 国際協力(資金及び技術に係るものを含む。)が関係する場合には、連携の精神をもって、自

国の行動計画の支援のための適当な二国間又は多数国間の仕組みを設けること。

3  小地域行動計画又は共同行動計画には、国境を越える天然資源の持続可能な管理のための砂漠

化に関連する合意された共同計画、能力形成の分野における調整その他の活動についての優先順

位、科学上及び技術上の協力(特に干ばつに対する早期著戒体制及び情報の共有)並びに関連の小

地域的な機関その他の機関を強化するための手段を含めることができる。

第六条  地域の活動

小地域行動計画又は共同行動計画を促進するためのアジア地域の活動には、特に、国、小地域及

び地域の段階における調整及び協力のための機関及び仕組みを強化し並びに条約の第十六条か

ら第十九条までの規定の実施を促進するための措置を含めることができるものとし、また、次の

ことを含めることができる。

(a) 技術協力のための協力網を促進し及び強化すること。

(b) 技術、知識、ノウハウ、方式並びに地方の伝統的な技術及びノウハウの目録を作成し並びに

これらの普及及び利用を促進すること。

(c) 必要とされる技術移転を評価し並びに技術の適応及び利用を促進すること。

(d) 訓練、研究及び開発を強化し並びに人的資源の開発のための体制を整備しつつ、啓発計画を

奨励し及びすべての段階における能力形成を促進すること。

第七条  資金及び資金供与の仕組み

1  締約国は、アジア地域において砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することが重要である

ことにかんがみ、条約の第二十条及び第二十一条の規定に従って、相当の資金の調達を促進し及

び資金供与の仕組みが利用されることを促進する。

2  影響を受ける国であるアジア地域の締約国は、この条約に従い、次条に規定する調整のための

仕組みにより、個別に又は共同して、自国の開発政策に従って次のことを行う。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための行動において具体的な成果を達成する

ため、公的な及び民間の投資を通じて資金を供給する仕組みを合理化し及び強化するための

措置をとること。

(b) 白国の努力を支援するために必要とされる国際協力(特に資金上及び技術上のもの)を特定す

ること。

(c) この条約の実施を確保するため、二国間又は多数国間の資金協力のための機関による参加を

促進すること。

3  締約国は、影響を受ける国であるアジア地域の締約国に対して資金を供給するための手続をで

きる限り簡素化する。

第八条  協力及び調整のための仕組み

1  アジア地域の影響を受ける国である締約国及び他の締約国は、適当な場合には、特に次の目的

のための仕組みを設けることができるものとし、この場合において、当該影響を受ける国である

締約国は、第四条 1(a)の規定に従って指定する適当な機関を通じて行動することができる。
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(a) 情報、経験、知識及びノウハウの交換(b)小地域及び地域の段階における行動(二国間及び多

数国間の措置を含む。)に関する協力及び調整

(b) 第五条から第七条までの規定による科学上、技術上及び資金上の協力の促進

(c) 必要とされる外部との協力の特定

(d) 行動計画の実施に関する事後措置及び評価

2  アジア地域の影響を受ける国である締約国及び他の締約国は、適当な場合には、国家行動計画、

小地域行動計画及び共同行動計画に関する協議及び調整を行うことができるものとし、この場合

において、当該影響を受ける国である締約国は、第四条 1(a)の規定に従って指定する適当な機関

を通じて行動することができる。これらの締約国は、適当な場合には、その他の締約国並びに関

連の政府間機関及び非政府機関をそのような過程に関与させることができる。当該調整において

は、特に、条約の第二十条及び第二十一条の規定に従って国際協力が提供される機会について合

意し、技術協力を促進し並びに資源をその効果的な利用のために供給することに努める。

3  影響を受ける国であるアジア地域の締約国は、調整のための定期的な会合を開催するものとし、

常設事務局は、当該締約国の要請に応じ、条約第二十三条の規定に従い、次のことによって、当

該会合の招集を促進することができる。

(a) 効果的な調整のための措置について他のそのような措置における経験を利用して助言を与

えること。

(b) 調整のための会合について関連の二国間及び多数国間の機関に情報を提供し並びにこれら

の機関による積極的な関与を奨励すること。

(c) 調整のための手続を確立し又は改善することに関連する他の情報を提供すること。

附属書 III  ラテン・アメリカ及びカリブのための地域実施附属書

第一条  目的

この附属書は、ラテン・アメリカ及びカリブの地域の特別の状況に照らして、同地域においてこ

の条約を実施するために一般的な指針を提供することを目的とする。

第二条  ラテン・アメリカ及びカリブの地域の特別の状況

締約国は、この条約に従って、ラテン・アメリカ及びカリブの地域の次の特別の状況を考慮する。

(a) 砂漠化又は干ばつによって深刻な影響を受けやすくかつ受けてきた広大な区域が存在し、当

該区域においては、砂漠化又は干ばつが生ずる場所に応じて多様な特質を観察することがで

きること。そのような累積しかつ激化する過程は、社会上、文化上、経済上及び環境上の悪

影響を及ぼしており、これらの悪影響は、同地域に生物の多様性に係る世界最大の資源の一

が存在することからなお一層深刻である。

(b) 物理的、生物学的、政治的、社会的、文化的及び経済的要因(対外債務、交易条件の悪化、

農産物、水産物及び林産物の市場に影響を与える貿易慣行等の国際経済上の要因を含む。)

の間の複雑な相互作用の結果として、影響を受ける地域において持続可能でない開発の方式

が頻繁に利用されていること

(c) 砂漠化及び干ばつの主要な影響として、生態系の生産性が急激に低下し、このことが農業、

牧畜業及び林業における生産量の減少並びに生物の多様性の喪失の形で現れていること。社

会的には、その結果として、貧困化、移住、国内の人口の移動及び生活の質の低下がもたら

されている。このため、同地域においては、各国の環境上、経済上及び社会上の状況に適す
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る形態の持続可能な開発を促進することにより砂漠化及び干ばつの問題に対する総合的な

取組方法を採用する必要がある。

第三条  行動計画

1  影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、この条約(特にその第

九条から第十一条までの規定)及び自国の開発政策に従い、適当な場合には、持続可能な開発のた

めの自国の政策の不可分の一部として砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための国家

行動計画を作成し及び実施する。小地域及び地域の計画については、ラテン・アメリカ及びカリ

ブの地域の必要に応じて作成し及び実施することができる。

2  影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、国家行動計画の作成に

当たって条約第十条 2(f)の規定に特別の注意を払う。

第四条  国家行動計画の内容

影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、砂漠化に対処し又は千ば

つの影響を緩和する行動のための国の戦略を条約第五条の規定に従って策定するに当たり、自国

の状況に照らして、特に次の事項を考慮することができる。

(a) 能力の向上、教育、啓発、科学上及び技術上の協力、資金並びに資金供与の仕組み

(b) 貧困の撲滅及び人の生活の質の改善

(c) 食糧の安全保障を達成し並びに農業、家畜類の飼育、林業及び多目的の活動について持続可

能な開発及び管理を達成すること。

(d) 天然資源の持続可能な管理(特に流域の合理的な管理)

(e) 高地における天然資源の持続可能な管理

(f) 土壌資源の合理的な管理及び保全並びに水資源の開発及び効率的利用

(g) 干ばつの影響を緩和するための緊急時計画の作成及び適用

(h) 砂漠化及び千ばつの起こりやすい地域において、気候学的、気象学的、水文学的、生物学的、

土壌学的、経済的及び社会的要因を考慮して、情報体系、評価及び監視の体制並びに早期警

戒体制を強化し又は確立すること。

(i) 多様なエネルギー源の開発、管理及び効率的利用(代替エネルギー源の促進を含む。)

(j) 生物の多様性に関する条約に基づく生物の多様性の保全及び持続可能な利用

(k) 砂漠化及び干ばつに関連する人口学的な側面についての検討

(l) この条約の適用を可能にする制度上の枠組み及び法的な枠組みであって、特に砂漠化及び干

ばつに関連する行政上の構造及び機能の分権化を目的とするものを、影響を受ける地域社会

及び社会一般の参加を得て確立し又は強化すること。

第五条  科学上及び技術上の協力

影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、この条約(特にその第十六

条から第十八条までの規定)に従い、第七条に規定する調整のための仕組みにより、個別に又は共

同して次のことを行う。

(a) 技術協力のための協力網並びに国内、小地域及び地域の情報体系を強化し並びに、適当な場

合には、これらを世界的な情報源に組み入れることを促進すること。

(b) 利用可能な技術及びノウハウの目録を作成し並びにこれらの普及及び利用を促進すること。

(c) 条約第十八条 2(b)の規定に従って伝統的な技術、知識、ノウハウ及び方式の利用を促進する

こと。
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(d) 必要とされる技術移転を特定すること。

(e) 既存の及び新たな環境上適正な関連の技術の開発、適応、採用及び移転を促進すること。

第六条  資金及び資金供与の仕組み

影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、この条約(特にその第二十

条及び第二十一条の規定)に従い、次条に規定する調整のための仕組みにより、個別に又は共同し

て、自国の開発政策に従って次のことを行う。

(a) 砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための行動において具体的な成果を達成する

ため、公的な及び民間の投資を通じて資金を供給する仕組みを合理化し及び強化するための

措置をとること。

(b) 自国の努力を支援するために必要とされる国際協力を特定すること。

(c) この条約の実施を確保するため、二国間又は多数国間の資金協力のための機関による参加を

促進すること。

第七条  制度上の枠組み

1  影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、この附属書を実施する

ために次のことを行う。

(a) 砂漠化に対処し又は干ばつの影響を緩和するための行動を調整するため、国の中央連絡先を

確立し又は強化すること。

(b) 次の目的のため、国の中央連絡先の間の調整のための仕組みを設けること。

i) 情報及び経験の交換

ii) 小地域及び地域の段階における活動の調整

iii) )科学上、技術上及び資金上の協力の促進

iv) 必要とされる外部との協力の特定

v) 行動計画の実施に関する事後措置及び評価

2  影響を受ける国であるラテン・アメリカ及びカリブの地域の締約国は、調整のための定期的な

会合を開催するものとし、常設事務局は、当該締約国の要請に応じ、条約第二十三条の規定に従

い、次のことによって、当該会合の招集を促進することができる。

(a) 効果的な調整のための措置について他のそのような措置における経験を利用して助言を与

えること。

(b) 調整のための会合について関連の二国間及び多数国間の機関に情報を提供し並びにこれら

の機関による積極的な関与を奨励すること。

(c) 調整のための手続を確立し又は改善することに関連する他の情報を提供すること。

附属書 IV  地中海北部のための地域実施附属書

第一条  目的

この附属書は、地中海北部地域の特別の状況に照らして、影響を受ける国である同地域の締約国

においてこの条約を効果的に実施するために必要な指針を提供し及び措置を定めることを目的

とする。
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第二条  地中海北部地域の特別の状況

第一条に規定する地中海北部地域の特別の状況には、次のことを含む。

(a) 半乾燥の気候条件が広大な地域に影響を与えており、季節的に干ばつが発生し、降雨量が極

めて大きく変動し及び突然のかつ激しい降雨があること。

(b) 土壌が堅い表面を形成しやすく、やせており、かつ、極めて侵食されやすいこと。

(c) 起伏が一定せず、傾斜が急であり及び地形が極めて多様であること。

(d) 頻繁な火災により森林が広範囲にわたって失われていること。

(e) 伝統的な農業が危機的な状況(土地が放棄され並びに土壌及び水の保全のための構造物が損

壊することを伴うもの)にあること。

(f) 深刻な環境上の損害(帯水層の化学的汚染、塩類化及び枯渇を含む。)をもたらす持続可能で

ない水資源の開発が行われていること。

(g) 都市の発展、産業活動、観光及びかんがい農業の結果として沿岸地域に経済活動が集中して

いること。

第三条  持続可能な開発のための戦略的な計画作成の枠組み

1  国家行動計画については、影響を受ける国である地中海北部地域の締約国の持続可能な開発の

ための戦略的な計画作成の枠組みの中心的なかつ不可分の一部とする。

2  条約第十条 2(f)の規定に従って地方の最大限の参加を可能にするような弾力的な計画作成によ

り、適当な段階の政府、地域社会及び非政府機関が関与する参加型の協議手続を戦略についての

指針を与えるために実施する。

第四条  国家行動計画の作成の義務及び時期

影響を受ける国である地中海北部地域の締約国は、国家行動計画及び適当な場合には小地域行動

計画、地域行動計画又は共同行動計画を作成する。これらの計画の作成は、できる限り速やかに

終了させる。

第五条  国家行動計画の作成及び実施

影響を受ける国である地中海北部地域の締約国は、国家行動計画を作成し及び実施するに当たり、

条約の第九条及び第十条の規定に従って、適当な場合には、次のことを行う。

(a) 自国の計画の作成、調整及び実施に責任を有する適当な機関を指定すること。

(b) 地方当局及び関連の非政府機関の協力を得て、影響を受ける住民(地域社会を含む。)を地方

の協議手続を通じて計画の作成、調整及び実施に関与させること。

(c) 砂漠化の原因及び影響を評価し並びに行動のための優先分野を決定するため、影響を受ける

地域における環境の状況を調査すること。

(d) 行動計画において戦略を立案し及び活動を定めるため、影響を受ける住民の参加を得て過去

及び現在の計画を評価すること。

(e)  (a)から(d)までに規定する活動から得られる情報に基づいて技術上及び資金上の計画を作成

すること。

(f) 計画の実施を監視し及び評価するための手続及び基準を定め及び利用すること。

第六条  国家行動計画の内容

影響を受ける国である地中海北部地域の締約国は、次のものに関連する措置を自国の国家行動計

画に含めることができる。
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(a) 立法、制度及び行政の分野

(b) 土地利用の形態、水資源の管理、土壌の保全、林業、農業活動並びに牧草地及び放牧地の管

理

(c) 野生動植物及び他の形態の生物の多様性の管理及び保全

(d) 森林火災からの保護

(e) 代替的な生計手段の促進

(f) 研究、訓練及び啓発

第七条  小地域行動計画、地域行動計画及び共同行動計画

1  影響を受ける国である地中海北部地域の締約国は、条約第十一条の規定に従い、国家行動計画

を補完し及びその効率性を高めることを目的として、小地域行動計画又は地域行動計画を作成し

及び実施することができる。影響を受ける国である二以上の地中海北部地域の締約困は、同様の

目的のために当該締約国の間において共同行動計画を作成することを合意することができる。

2  前二条の規定は、小地域行動計画、地域行動計画及び共同行動計画の作成及び実施について準

用する。これらの行動計画には、影響を受ける地域における特定の生態系に関する研究及び開発

の活動も含めることができる。

3  影響を受ける国である地中海北部地域の締約国は、小地域行動計画、地域行動計画及び共同行

動計画を作成し及び実施するに当たって、適当な場合には、次のことを行う。

(a) 国内の機関と協力して、これらの行動計画によって実現することが適当な砂漠化に関連する

国の目的を確認し及びこれらの行動計画を通じて効果的に実施することができる関連の活

動を特定すること。

(b) 地域、小地域及び国内の関連の機関の能力及び活動を評価すること。

(c) 地中海北部地域の締約国の間における砂漠化に関連する既存の計画及びその国家行動計画

との関係を評価すること。

第八条  小地域行動計画、地域行動計画及び共同行動計画の調整

小地域行動計画、地域行動計画又は共同行動計画を作成する影響を受ける国である締約国は、当

該締約国の代表著により構成される調整のための委員会(砂漠化に対処することにおける進捗状

況を検討し、国家行動計画を調和させ、小地域行動計画、地域行動計画又は共同行動計画の作成

及び実施の種々の段階において勧告を行い並びに条約の第十六条から第十九条までの規定に基

づく技術観力の促進及び調整のための中央連絡先として行動するもの)を設置することができる。

第九条  資金援助を受ける資格

影響を受ける国である地中海北部地域の先進締約国は、国家行動計画、小地域行動計画、地域行

動計画及び共同行動計画を実施するに当たって、この条約に基づく資金援助を受ける資格を有し

ない。

第十条  他の小地域及び地域との調整

地中海北部地域の小地域行動計画、地域行動計画及び共同行動計画については、他の小地域又は

地域(特にアフリカ北部の小地域)と協力して作成し及び実施することができる。
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Annex V

REGIONAL IMPLEMENTATION ANNEX FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE1

Article 1

PURPOSE

The purpose of this Annex is to provide guidelines and arrangements for the effective implementation of the Convention
in affected country Parties of the Central and Eastern European region, in the light of its particular conditions.

Article 2

PARTICULAR CONDITIONS OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REGION

The particular conditions of the Central and Eastern European region referred to in article 1, which apply in varying
degrees to the affected country Parties of the region, include:

(a)  specific problems and challenges related to the current process of economic transition, including macroeconomic
and financial problems and the need for strengthening the social and political framework for economic and
market reforms;

(b)  the variety of forms of land degradation in the different ecosystems of the region, including the effects of
drought and the risks of desertification in regions prone to soil erosion caused by water and wind;

(c)  crisis conditions in agriculture due, inter alia, to depletion of arable land, problems related to inappropriate
irrigation systems and gradual deterioration of soil and water conservation structures;

(d)  unsustainable exploitation of water resources leading to serious environmental damage, including chemical
pollution, salinisation and exhaustion of aquifers;

(e)  forest coverage losses due to climatic factors, consequences of air pollution and frequent wildfires;

(f)  the use of unsustainable development practices in affected areas as a result of complex interactions among
physical, biological, political, social and economic factors;

(g)  the risks of growing economic hardships and deteriorating social conditions in areas affected by land
degradation, desertification and drought;

(h)  the need to review research objectives and the policy and legislative framework for the sustainable management
of natural resources; and

(i)  the opening up of the region to wider international cooperation and the pursuit of broad objectives of sustainable
development.

Article 3

ACTION PROGRAMMES

1. National action programmes shall be an integral part of the policy framework for sustainable development and address
in an appropriate manner the various forms of land degradation, desertification and drought affecting the Parties of the
region.

2. A consultative and participatory process, involving appropriate levels of government, local communities and non-
governmental organizations, shall be undertaken to provide guidance on a strategy with flexible planning to allow
maximum local participation, pursuant to article 10, paragraph 2(f), of the Convention. As appropriate, bilateral and
multilateral cooperation agencies may be involved in this process at the request of the affected country Party concerned.

Article 4

PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF NATIONAL ACTION PROGRAMMES

In preparing and implementing national action programmes pursuant to articles 9 and 10 of the Convention, each affected
country Party of the region shall, as appropriate:

(a)  designate appropriate bodies responsible for the preparation, coordination and implementation of its programme;

                                                            
1 2000 年 12 月の第 4 回締約国会議で採択されたこの付属書は、条約第 32 条第 2 項の規定により、

受諾しない旨を通告した国を除く全ての締約国について、採択の 6 か月後、即ち 2001 年 6 月に発

効する。我が国の和訳がまだ作成されていないため、原文を掲げる。
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(b)  involve affected populations, including local communities, in the elaboration, coordination and implementation
of the programme through a locally driven consultative process, with the cooperation of local authorities and
relevant non-governmental organizations;

(c)  survey the state of the environment in affected areas to assess the causes and consequences of desertification and
to determine priority areas for action;

(d)  evaluate, with the participation of affected populations, past and current programmes in order to design a
strategy and elaborate actions in the action programme;

(e)  prepare technical and financial programmes based on the information gained through the activities in
subparagraphs (a) to (d); and

(f)  develop and utilize procedures and benchmarks for monitoring and evaluating the implementation of the
programme.

Article 5

SUBREGIONAL, REGIONAL AND JOINT ACTION PROGRAMMES

1. Affected country Parties of the region, in accordance with articles 11 and 12 of the Convention, may prepare and
implement subregional and/or regional action programmes in order to complement and increase the effectiveness and
efficiency of national action programmes. Two or more affected country Parties of the region may similarly agree to
prepare a joint action programme between or among them.

2. Such programmes may be prepared and implemented in collaboration with other Parties or regions. The objective of
such collaboration would be to secure an enabling international environment and to facilitate financial and/or technical
support or other forms of assistance to address more effectively desertification and drought issues at different levels.

3. The provisions of articles 3 and 4 shall apply, mutatis mutandis, to the preparation and implementation of subregional,
regional and joint action programmes.  In addition, such programmes may include the conduct of research and
development activities concerning selected ecosystems in affected areas.

4. In preparing and implementing subregional, regional or joint action programmes, affected country Parties of the region
shall, as appropriate:

(a)  identify, in cooperation with national institutions, national objectives relating to desertification which can better
be met by such programmes, and relevant activities, which could be effectively carried out through them;

(b)  evaluate the operational capacities and activities of relevant regional, subregional and national institutions;

(c)  assess existing programmes relating to desertification among Parties of the region and their relationship with
national action programmes; and

(d)  consider action for the coordination of subregional, regional and joint action programmes, including, as
appropriate, the establishment of coordination committees composed of representatives of each affected country
Party concerned to review progress in combating desertification, harmonize national action programmes, make
recommendations at the various stages of preparation and implementation of the subregional, regional or joint
action programmes, and act as focal points for the promotion and coordination of technical cooperation pursuant
to articles 16 to 19 of the Convention.

Article 6

TECHNICAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

In conformity with the objective and principles of the Convention, Parties of the region shall, individually or jointly:

(a)  promote the strengthening of scientific and technical cooperation networks, of monitoring indicators and of
information systems at all levels, as well as their integration, as appropriate, in worldwide systems of
information; and

(b)  promote the development, adaptation and transfer of relevant existing and new environmentally sound
technologies within and outside the region.

Article 7

FINANCIAL RESOURCES AND MECHANISMS

In conformity with the objective and principles of the Convention, affected country Parties of the region shall,
individually or jointly:

(a)  adopt measures to rationalize and strengthen mechanisms to supply funds through public and private investment
with a view to achieving concrete results in action to combat land degradation and desertification and mitigate
the effects of drought;
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(b)  identify international cooperation requirements in support of national efforts, thereby creating, in particular, an
enabling environment for investments and encouraging active investment policies and an integrated approach to
effectively combating desertification, including early identification of the problems caused by this process;

(c)  seek the participation of bilateral and/or multilateral partners and financial cooperation institutions with a view
to ensuring implementation of the Convention, including programme activities which take into account the
specific needs of affected country Parties of the region; and

(d)  assess the possible impact of article 2(a) on the implementation of articles 6, 13 and 20 and other related
provisions of the Convention.

Article 8

INSTITUTIONAL FRAMEWORK

1. In order to give effect to this Annex, Parties of the region shall:

(a)  establish and/or strengthen national focal points to coordinate action to combat desertification and/or mitigate
the effects of drought; and

(b)  consider mechanisms to strengthen regional cooperation, as appropriate.

2. The Permanent Secretariat may, at the request of Parties of the region and pursuant to article 23 of the Convention,
facilitate the convocation of coordination meetings in the region by:

(a)  providing advice on the organization of effective coordination arrangements, drawing on experience from other
such arrangements; and

(b)  providing other information that may be relevant in establishing or improving coordination processes.


